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  政府金融機関等による公的資金の供給は、民間金融の補完の見地から、国民経済
的にみて重要であるが市場原理に基づく民間金融のみでは適切に対応することが困
難な分野に、長期安定的な資金を適正かつ有効なコストで供給するものであり、これら
資金の供給を通じて、民間部門の自主性を尊重しながら、国民経済・生活の健全な発
展に寄与するものである。 
  こうした政府金融機関等による民間金融の補完は、直接貸出や保証・保険等の方式
により実施され、様々な政策目的を達成するための方策として用いられているものであ
るが、構造改革の基本原則である「官から民へ」という大きな流れ、さらには、金融自由
化の進展や特殊法人等改革の推進など公的資金の供給を取り巻く環境変化等を踏ま
えつつ、公的部門に求められる補完機能を適切に果たしていく必要があると同時に、
政府の財政負担に留意しつつ効率的なものとすることが求められている。 
  この政策評価は、政府金融機関等による公的資金の供給について、「民間金融の補
完機能の発現状況」及び「資金供給手法としての効率性」の観点から、代替的な資金
供給手法間の比較に留意しつつ統一的に評価を行い、関係行政の今後の在り方の検
討に資するために実施したものである。 
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第１ 評価の対象とした政策等 
１ 評価の対象とした政策 

本政策評価において評価の対象とした政府金融機関等による公的資金の供給は、民
間金融の補完の見地から、国民経済的にみて重要であるが市場原理に基づく民間金融
のみでは適切に対応することが困難な分野に、長期安定的な資金を適正かつ有効なコ
ストで供給するものであり、これら資金の供給を通じて、民間部門の自主性を尊重し
ながら、国民経済・生活の健全な発展に寄与するものである。 

具体的には、以下の 11 の機関を通じて実施される公的資金の供給を、本政策評価の
対象とした。 

 

 

 

 

 

なお、これら各機関の設置目的及び組織体制の概要等については、表１のとおりで
ある。 

 

  表１ 政府金融機関等の設置目的及び組織体制の概要等 
名称、設立年、人員 前   身 店 舗 所管府省 設  立  目  的 主な業務内容   

日本輸出入銀行 
1950（昭和 25）年 12 月設
立 

国際協力銀行 
1999（平成 11）年 10 月 1 日設立 
職員数 886 名 

海外経済協力基金 
1961（昭和 36）年３月設立 

本店  １ 
支店  １ 
海外  27 

財務省 
外務省 

 一般の金融機関と競争しないことを旨と
しつつ、我が国の輸出入若しくは海外におけ
る経済活動の促進又は国際金融秩序の安定
に寄与するための貸付け等並びに開発途上
にある海外の地域の経済及び社会の開発又
は経済の安定に寄与するための貸付け等を
行い、もって我が国及び国際経済社会の健全
な発展に資すること。 

・ 輸出金融 
・ 輸入金融 
・ 海外投資金融 
・ アンタイドローン 
  等 

日本開発銀行 
1951（昭和 26）年４月設立 

日本政策投資銀行 
1999（平成 11）年 10 月 1 日設立 
職員数 1,382 名 北海道東北開発公庫 

1956（昭和 31）年６月設立 

本店  １ 
支店  10 
事務所 ８ 
海外  ６ 

財務省 
国土交通省 

経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊
かな国民生活の実現並びに地域経済の自立
的発展に資するため、一般の金融機関が行う
金融等を補完し、又は奨励することを旨と
し、長期資金の供給等を行い、もって我が国
の経済社会政策に金融上の寄与をすること。 

・ 地域社会基盤整備等
自立型地域創造のため
の資金供給 
・ 環境・エネルギー・
防災・福祉、交通・物
流ネットワーク、情報
通信ネットワーク等豊
かな生活創造のための
資金供給 
・ 経済構造改革、知的
基盤整備等経済活力創
造のための資金供給 
等 

沖縄振興開発金融公庫 
1972（昭和 47）年５月 15 日設立 
職員数 227 名 

  
 
 
 
 
     ―      

本店  １ 
支店  ４ 

内閣府 
財務省 

沖縄における産業の開発を促進するため、
長期資金を供給すること等により、一般の金
融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、
又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住
宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、
病院その他の医療施設を開設する者、環境衛
生関係の営業者等に対する資金で、一般の金
融機関が融通することを困難とするものを
融通し、沖縄における経済の振興及び社会の
開発に資すること。 

・ 産業開発資金貸付 
・ 中小企業等資金貸付 
・ 住宅資金貸付 
・ 農林漁業資金貸付 
・ 医療資金貸付 
・ 生活衛生資金貸付 
等 

公営企業金融公庫 
1957（昭和 32）年６月１日設立 
職員数 83 名 

  
 
 
 
 
 
 
     ―      

本店  １ 総務省 
財務省 

１ 公営企業の健全な運営に資するため、特
に低利、かつ、安定した資金を必要とする
地方公共団体の公営企業の地方債につき、
当該地方公共団体に対し、その資金を融通
し、もって地方公共団体の公営企業を推進
し、住民の福祉の増進に寄与すること。 
２ 前項に規定するものの外、地方道路公社
が行う地方的な幹線道路の整備を促進す
るため、一般の金融機関が行う融資を補完
し、長期の資金を必要とする地方道路公社
に対して、その資金を融通すること。 
３ 前２項に規定するものの外、土地開発公
社による土地の取得を促進するため、一般
の金融機関が行う融資を補完し、長期の資
金を必要とする土地開発公社に対して、そ
の資金を融通すること。 

・ 地方公共団体の公営
企業に係る地方債資金
の融通 
・ 地方道路公社及び土
地開発公社に対する資
金の融通 
 等 

      

○ 国際協力銀行（国際金融等業務）、日本政策投資銀行 
○ 沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、
中小企業金融公庫、住宅金融公庫 

○ 商工組合中央金庫 
○ 社会福祉・医療事業団（福祉医療貸付）、中小企業総合事業団（信用保険部門） 



名称、設立年、人員 前   身 店 舗 所管府省 設  立  目  的 主な業務内容   
国民金融公庫 
1949（昭和 24）年６月設立 

国民生活金融公庫 
1999（平成 11）年 10 月 1 日 
環境衛生金融公庫を統合 
職員数 4,826 名 環境衛生金融公庫 

1967（昭和 42）年９月設立 

本店  １ 
支店 152 

財務省 
厚生労働省 

独立して継続が可能な事業について当該
事業の経営の安定を図るための資金、環境衛
生関係の営業について衛生水準を高めるた
めの資金その他の資金であって、一般の金融
機関からその融通を受けることを困難とす
る国民大衆が必要とするものを供給し、もっ
て国民経済の健全な発展及び公衆衛生その
他の国民生活の向上に寄与すること。 

・ 小規模事業者に対す
る貸付け 
（普通貸付、特別貸付、
生活衛生貸付、経営改
善貸付） 

・ 教育貸付 
 等 

農林漁業金融公庫 
1953（昭和 28）年４月１日設立 
職員数 933 名 

  
 
 
 
 
     ―      

本店  １ 
支店  22 

農林水産省 
財務省 

１ 農林漁業者に対し、農林漁業の生産力の
維持増進に必要な長期かつ低利の資金で、
農林中央金庫その他一般の金融機関が融
通することを困難とするものを融通する
こと。 
２ 前項に規定するもののほか、食品の製
造、加工又は流通の事業を営む者に対し、
食料の安定供給の確保に必要な長期かつ
低利の資金で、一般の金融機関が融通する
ことを困難とするものを融通すること。 

・ 農業融資（農業経営
基盤強化、農業基盤整
備・担い手育成農地集
積、農林漁業施設等） 
・ 林業融資（林業基盤
整備・森林整備活性化
等） 
・ 漁業融資（漁船、漁
業基盤整備等） 
・ 食品産業融資（特定
農産加工、食品流通改
善等） 

中小企業金融公庫 
1953（昭和 28）年８月 20 日設立 
職員数 1,747 名 

  
 
 
     ―      

本店  １ 
支店  58 
海外  １ 

経済産業省 
財務省 

中小企業者の行う事業の振興に必要な長
期資金であって、一般の金融機関が供給する
ことを困難とするものを供給すること。 

・ 中小企業者に対する
設備資金及び長期運転
資金の貸付け 
・ 中小企業が新たに発
行する社債の応募その
他の方法による取得 
 等 

住宅金融公庫 
1950（昭和 25）年６月５日設立 
職員数 1,136 名 

  
 
 
 
 
 
 
 
     ―      

本店  １ 
支店  12 

国土交通省 
財務省 

１ 国民大衆が健康で文化的な最低限度の
生活を営むに足る住宅の建設及び購入（住
宅の用に供する土地又は借地権の取得及
び土地の造成を含む。）に必要な資金で、
銀行その他一般の金融機関が融通するこ
とを困難とするものを融通すること。 
２ 前項に規定するものの外、産業労働者住
宅資金融通法に基づき産業労働者住宅の
建設に必要な資金を融通すること、及び住
宅融資保険法に基き金融機関の住宅建設
等に必要な資金の貸付けにつき保険を行
うこと。 
３ 前２項に規定するものの外、相当の住宅
部分を有する建築物で土地の合理的利用
及び災害の防止に寄与するものの建設に
必要な資金で、銀行その他一般の金融機関
が融通することを困難とするものを融通
すること。 

・ 個人、賃貸、分譲住
宅の建設又は購入に必
要な資金及びその住宅
の建設に付随して、新
たに土地等を取得する
のに必要な資金の貸付
け 
・ 既存住宅購入資金の
貸付け 
・ 宅地造成資金の貸付
け 
・ 住宅改良資金の貸付
け 
・ 公庫とあらかじめ保
険契約を締結している
金融機関の住宅建設等
に必要な資金の貸付け
についての保険 

商工組合中央金庫 
1936（昭和 11）年 11 月 30 日設
立 
職員数 4,835 名 

  
 
 
 
 
     ―      

本店  １ 
支店  91 
出張所 ３ 
事務所 ４ 
海外  ３ 

経済産業省 
財務省 

中小企業等協同組合その他主として中小
規模の事業者を構成員とする団体に対する
金融の円滑を図るため必要なる業務を営む
こと。 

・ 与信業務（所属団体
及びその構成員等に対
する貸付け、手形割引、
債務保証。員外者に対
する貸付け、手形割引） 
・ 受信業務（所属団体
及びその構成員等 か
らの預金受入、商工債
券の発行） 
・ 証券業務 
 等 

社会福祉事業振興会 
1954（昭和 29）年４月設立 

社会福祉・医療事業団 
1985（昭和 60）年１月１日設立 
職員数 267 名 

医療金融公庫 
1960（昭和 35）年７月設立 

本店  １ 
支店  １ 

厚生労働省 社会福祉事業施設の設置等に必要な資金
の融通その他社会福祉事業に関する必要な
助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
の運営、心身障害者扶養保険事業の実施、病
院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並
びに社会福祉事業施設及び病院、診療所等に
関する経営指導を行い、もって社会福祉の増
進並びに医療の普及及び向上を図ること。 

・ 福祉貸付（特別養護
老人ホーム等の社会福
祉施設の設置等に必要
な資金） 
・ 医療貸付（病院、診
療所、介護老人保健施
設等の医療施設等の設
置等に必要な資金） 
 等 

中小企業事業団 
1980（昭和 55）年 10 月設
立 
中小企業信用保険公庫 
1958（昭和 33）年７月設立 

中小企業総合事業団 
1999（平成 11）年７月１日設立 
職員数 931 名 

繊維産業構造改善事業協
会 
1967（昭和 42）年９月設立 

本店  １ 経済産業省 
財務省 

中小企業構造の高度化及び中小企業の新
事業の開拓を促進するために必要な指導、資
金の貸付け、出資及び助成等の事業を総合的
に実施するとともに、中小企業に対する事業
資金の融通を円滑にするために債務の保証
等についての保険及び信用保証協会に対す
る資金貸付けを実施し、あわせて中小企業の
経営管理の合理化及び技術の向上を図るた
めに必要な研修、指導等の事業を行うととも
に、小規模企業共済法及び中小企業倒産防止
共済法の規定による共済制度の運営等を行
い、もって中小企業の振興、小規模企業者の
福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄
与すること。 

・ 信用保証協会が行う
中小企業者の金融機関
からの借入れ又は中小
企業者の発行する社債
のうち金融機関が引き
受けるものに係る債務
の保証についての保険 
・ 信用保証協会に対す
る資金の貸付け 
 等 

（注）１ 財務省「財政金融統計月報」、総務省「特殊法人総覧」、各政府金融機関等の業務報告書等を基に当省が作成 
した。 
２ 職員数等については、平成 14 年３月 31 日現在 

 

 



２ 政策を取り巻く環境変化等 

  政府金融機関等による公的資金の供給を取り巻く環境の変化等に関して、最近にお
ける主なものを簡潔に記すと、以下のとおりである。 

 （１）金融環境の変化と金融システム改革の流れ 

   ア 金融自由化の進展 

昭和 50 年代後半から、金融自由化の一環として、金利の自由化を始め、金融商
品や業態に関する様々な規制の緩和が行われ、多様な金融商品の開発等が進んだ。
なお、預金金利の自由化については、昭和 60 年の大口定期預金金利の自由化に始
まり、平成６年の普通預金に係る金利の自由化をもって完了している。 
その後、平成８年度には、我が国市場の国際化や金融機関の国際競争力の強化
等を目的に、日本版金融ビッグバンと呼ばれる一連の大規模な金融改革が打ち出
され、各種金融機関の相互参入、資本市場整備のための手数料の自由化など、新
たな金融商品・サービスの解禁等が進められた。 

 

イ 金融システムの機能不全 
平成９年には、金融機関の破綻が相次ぎ、バブル経済崩壊以降の景気低迷に引
きずられた不良債権問題の長期化もあいまって、金融機関による貸し渋り等が社
会問題化するなど金融システムへの不安が顕在化した。平成 10 年には、都市銀行
など 21 行に対して公的資金による資本増強が行われ、また、破綻金融機関の処理
枠組みの確立と破綻を未然に防止するための公的資本注入を盛り込んだ、金融機
能の再生のための緊急措置に関する法律（平成 10 年法律第 132 号。以下「金融再
生法」という。）及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律（平成
10 年法律第 143 号）が成立した。 
また、平成 14 年 10 月に、16 年度には不良債権問題を終結させるとの目標達成
に向けて「金融再生プログラム」（平成 14 年 10 月 30 日金融庁策定）が「改革加
速のための総合対応策」（平成 14 年 10 月 30 日経済財政諮問会議策定）とともに
策定された。同プログラムでは、企業の再生、雇用の確保等に十分な配慮を行い
つつ、不良債権の早期処理、資金仲介機能の回復など問題の正常化を通じ、金融
システムの再生を図ることを目指している。 
なお、同対応策では、政策金融について、不良債権の集中的な処理が行われる
間においては、セーフティネットの整備、企業再生、金融機能の再生・発展等に
積極的に活用することとされている。 
 

ウ 金融システム改革の流れ 
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」（平成 14 年６月 21 日閣議

決定）では、経済活性化のためのアクションプログラムの一つとして「直接金融
市場の整備」が挙げられるとともに、活力ある金融システムの確立に向けた金融
の将来像を展望する観点から、金融システムの中期ビジョンを取りまとめること
とされた。 
これを受けた「中期的に展望した我が国金融システムの将来ビジョン」（平成



14 年９月 30 日金融審議会答申）では、市場を通ずる資金仲介がより重要になる
との考えから、今後は、銀行中心の預金・貸出しによる資金仲介から「市場機能
を中核とする複線的金融システム」への再構築が必要であるとしている。また、
それに向けた取組として、金融仲介機関においては、適正なリスク評価に基づく
リターンを確保することや、金融仲介機能の分化及び専門化を推進すること、個
人のリスク選好やライフサイクルに応じた多様な金融商品を提供することなどが
必要であるとされるとともに、証券市場の改革促進等に向けた課題等が示されて
いるところである。 

 

（２）政府金融機関等をめぐる改革の進展 

ア 特殊法人改革の進展（政府金融機関等に係る経緯） 

最近においては、平成７年から９年までの特殊法人に係る一連の整理合理化の
中で、政府金融機関等については、民業補完の徹底、業務の減量化、財政依存の
抑制が求められるとともに、以下のような組織再編が行われた。 
・ 日本開発銀行と北海道東北開発公庫を統合し、日本政策投資銀行を設立 

・ 日本輸出入銀行と海外経済協力基金を統合し、国際協力銀行を設立 

・ 国民金融公庫と環境衛生金融公庫を統合し、国民生活金融公庫を設立 

・ 中小企業信用保険公庫は、中小企業事業団と統合し、新たに中小企業総合事
業団を設立 

その後、平成 12 年 12 月に閣議決定された「行政改革大綱」を受けて、13 年 12
月には「特殊法人等整理合理化計画」が閣議決定され、すべての特殊法人等につ
いて、事業の見直しを行うとともに、組織形態についても廃止・民営化等の見直
しを行うこととされた。 

同計画の中で、住宅金融公庫については、５年以内に廃止し、証券化支援業務
を行う新たな独立行政法人を設立（融資業務については、民間金融機関の業務の
状況を勘案して、新たな法人を設立する際に最終決定）することとされたほか、
国民生活金融公庫など公的資金供給を実施する８機関については、「①民業補完、
②政策コスト最小化、③機関・業務の統合合理化の原則の下、抜本的な検討を行
った上で、公的金融の対象分野、規模、組織の見直しを行うこととする。このた
め、経済財政諮問会議において、平成 14 年初に検討を開始し、その検討結果を踏
まえ、内閣として、経済情勢を見極めつつ、できるだけ早い時期に結論を得るこ
ととする。」とされた。                    ［資料１参照］ 
上記の決定を受けて、平成 14 年１月から政策金融改革についての議論が経済財
政諮問会議において開始され、同年 10 月には公益性と金融リスク評価等の困難性
を政策金融の活動領域の基準とする「政策金融の抜本的改革に関する基本方針」
が了承された。その後、同年 12 月に「政策金融改革について」が決定され、現下
の厳しい経済金融情勢にかんがみ、民間金融機能の正常化への道筋を踏まえて、
①平成 16 年度末までの不良債権集中処理期間においては、実行可能な改革は実施
しつつ、金融円滑化のために政策金融を活用、②17 年度から 19 年度までは、民
間金融機関の機能回復・強化の状況をみつつ、対象分野の厳選等あるべき姿への



移行を準備、③20 年度以降、速やかに新体制に移行、と３段階で改革が進められ
ることとされた。また、この中で「政策金融のあるべき姿の実現」として、①対
象分野の厳選、②規模の縮減、③組織の見直し、④政策金融の手法革新、融資条
件の適正化の徹底等が示された。               ［資料２参照］ 
これら同会議での決定を受け、平成 14 年 12 月に「道路関係四公団、国際拠点
空港及び政策金融機関の改革について」が閣議決定され、政策金融機関について
は、経済財政諮問会議の結論を踏まえ、経済情勢を見極めつつ、さらに検討を進
めることなどとされた。 
 

イ 財政投融資改革 

財政投融資制度については、より市場と調和の取れた仕組みとするため、平成
13年度から、郵便貯金や年金積立金の全額を資金運用部に預託する義務を廃止し、
必要な資金を金融市場から調達する仕組みに改めるとともに、あわせて、政策コ
スト分析の導入などディスクロージャーの徹底を図ることとされた。 

この制度改革により、各特殊法人等は、財政融資資金による資金調達（財政融
資資金特別会計において、財投債を発行することにより調達した資金を特殊法人
等に対し融資するもの）及び政府保証債による資金調達のほか、財投機関債の発
行により金融市場から直接に資金調達を行う手法が充実され、また、財政融資資
金の貸付金利についても、貸付期間や償還形態に応じて国債の流通利回りを基準
に定められるようになるなど、市場原理に一層のっとった資金調達が行われるこ
ととなった。 

 

３ 評価を担当した部局及びこれを実施した時期 

総務省行政評価局 特殊法人等担当評価監視官 

平成 14 年１月～15 年６月 
 

４ 評価の観点 

政府金融機関等による公的資金の供給は、民間金融の補完又は奨励を旨として直接
貸出や保証・保険等の方式により実施され、様々な政策目的を達成するための方策と
して用いられているものであるが、構造改革の基本原則である「官から民へ」という
大きな流れ、さらには、上記２において述べたような公的資金の供給を取り巻く環境
変化等を踏まえつつ、公的部門に求められる補完機能を適切に果たしていく必要があ
ると同時に、政府の財政負担に留意しつつ効率的なものとすることが求められている。 
こうしたことから、本政策評価においては、政府金融機関等による公的資金の供給
について、「民間金融の補完機能の発現状況」及び「資金供給手法としての効率性」の
観点から、代替的な資金供給手法間の比較に留意しつつ、統一的に評価を行った。 

 

 

 

 



５ 政策効果の把握の手法 

（１）「民間金融の補完機能の発現状況」に関して 

この観点においては、まず、資金供給の規模等から政府金融機関等による公的資金
の供給が金融市場に占める位置付けを明らかにした上で、長期資金の供給や民間金融
機関では貸出しが困難な分野への資金供給など、公的資金の供給による民間金融の補
完状況について調査分析を行い、あわせて、金融資本市場に与える副次的な影響や諸
外国における公的資金供給の状況との比較に関する分析等を行った。 

これらの把握及び分析手法の概略は、以下のとおりである。 

・ 統計資料、各機関の公表資料、関係行政機関や関係団体等から提出を受けたデー
タ等に基づき、時系列分析等も取り入れつつ、民間金融機関や諸外国における公的
資金供給との定量的な比較分析を行った。 

・ 民間金融の補完機能の発現状況については、統計データ等による定量的な調査分
析のみでは捕捉し得ない部分があることから、アンケート調査（対象：民間金融機
関、事業者、個人）及び有識者に対するインタビュー調査（対象：大学教授等）を
実施し、その結果によって把握を行った。   ［資料 46―1 及び資料 47―1 参照］ 

 

（２）「資金供給手法としての効率性」に関して 

この観点においては、まず、政府金融機関等の財務諸表によるデータ等に基づき、
公的資金供給の主たる手法である直接貸出について、政府の財政負担や各機関が有す
るリスクの状況等について、時系列分析等も取り入れつつ把握を行った上で、費用対
補助効果分析を行うことにより、資金供給手法としての効率性について検証を行った。
次に、直接貸出以外の代替的な資金供給手法（保証・保険や証券化支援等）について、
諸外国における事例等を取り上げながら可能な限り同様の分析を行い、直接貸出によ
る場合と効率性に関する比較分析を行った。 

なお、費用対補助効果分析の考え方や具体の測定手法等については、後述する。 

 

６ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 

本政策評価における調査分析の過程及び評価書の作成に当たっては、次のとおり、
学識経験を有する者から評価全般に係る意見や調査分析の手法に対する具体的な助言
等を得て、政策評価の結果に反映させた。 

・ 任期付職員として公認会計士（１名）が本政策評価の実施担当部局に参画した。 

・ 有識者から成る「政府金融機関等による公的資金の供給に関する政策評価研究会」
を開催し、調査分析の手法等に関して助言を得た。        ［資料３参照］ 
・ 政策評価・独立行政法人評価委員会（政策評価分科会）の審議に付し、本政策評
価の全般に係る意見等を得た。                 ［資料４参照］ 

・ 大学教授、シンクタンク研究員、公認会計士等（26 名）に「有識者に対するイン
タビュー調査」を実施した。                  ［資料 47 参照］ 

・ その他、諸外国における公的資金の供給に関する調査に当たっては、民間シンク
タンクを活用した。 

 



７ 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項 

当省が実施した調査の結果（アンケート調査及び有識者に対するインタビュー調査
を含む。）のほか、主として以下の資料を使用した。 

なお、個々のデータの出典については、当該図表及び資料の欄外に注記を付すとと
もに、図表等に係るデータについては資料編に掲載した。 

  ・ 日本銀行「金融経済統計月報」各号 

  ・ 財務省「財政金融統計月報 政府関係金融機関特集」各号 

  ・ 各政府金融機関等財務諸表、業務報告書、ディスクロージャー誌等 

  ・ 中小企業総合事業団・全国信用保証協会連合会「業務要覧」各号 

  ・ 全国銀行協会「全国銀行財務諸表分析」各号 

  ・ 社団法人全国信用金庫協会「全国信用金庫財務諸表分析」各号 

  ・ 社団法人全国信用組合中央協会「全国信用組合決算状況」各号 

  ・ 各民間金融機関等財務諸表、ディスクロージャー誌等 



第２ 政策効果の把握の結果 
Ⅰ 民間金融の補完機能の発現状況 
１ 公的資金供給の金融市場に占める位置 
（要旨） 

政府金融機関等による公的資金の供給が果たすべき民間金融の補完機能の発現状況を
検証する上では、始めに、公的資金の供給が、その規模等の面で我が国の金融市場にお
いてどのような位置を占めているかを明らかにする必要がある。 
 
本項目では、公的資金の供給について、その規模等の金融市場に占める位置付けを検
討するため、まず、政府金融機関等の貸出残高等の動向を概観した上で、民間金融を加
えた国内の総貸出残高に占めるシェア等について時系列分析を行うとともに、諸外国に
おける公的資金供給の状況との比較を行った。次に、アンケート調査及び有識者に対す
るインタビュー調査により、金融市場に占める公的資金供給の規模に対する認識につい
て把握した。 
 
まず、直接貸出を主な業務とする政府金融機関等（10機関）の貸出残高をみると、平
成 13 年度末現在で 160.9 兆円となっており、４年度から 13 年度までの 10 年間で 1.33
倍に増加し、また、信用保証協会による中小企業向け貸出しに対する保証も含めた保証
債務残高も、同年度末現在で37.7兆円となっており、上記10年間で1.55倍に増加して
いる。一方、民間金融機関の貸出残高は、平成７年度をピークに減少に転じ、13年度末
現在で619.7 兆円となっており、上記10年間でみると0.92 倍に減少している。 
 
こうした結果、国内総貸出残高に占める政府金融機関等の貸出残高シェアは拡大基調
にあり、平成４年度末の15.2パーセントから13年度末の20.6パーセントへと推移して
いる。また、国内総貸出残高に対する政府金融機関等の総与信残高（信用保証協会の保
証債務残高を含む。）の比率も同様の傾向がみられ、平成４年度末の 18.2 パーセントか
ら 13 年度末の 25.4 パーセントへと推移している。これらの要因としては、バブル崩壊
以降、経済状況の低迷等を背景に民間金融機関の貸出しが抑制基調となる一方、景気対
策の一環として一部の政府金融機関等が活用されてきたことなどが考えられる。また、
最近においては、民間金融機関における資金仲介機能の低下が指摘される状況などにあ
ることから、貸し渋り対策等として、信用保証協会の保証も含め政府金融機関等により、
中小企業等に対するセーフティネット構築のための対応が図られている。 
 
上記の状況について、各国の制度背景や金融事情の違いに留意する必要はあるが、諸
外国における公的資金供給の規模（中央政府が関与しているもの）との比較を行うと、
総与信残高の対名目ＧＤＰ比率は、我が国の39.5パーセントに対し、米国は、政府支援
企業を含めると 44.0 パーセントと我が国とほぼ同水準にあるが、これを除くと 13.2 パ
ーセントとなっており、また、ドイツは22.7パーセント、フランスは8.5パーセント、
英国は 5.7 パーセントと、我が国よりも相対的に比率が低い状況となっている。また、
借り手に対して政府又は政府機関が直接貸出を行う資金供給について貸出残高の対名目



ＧＤＰ比率をみると、我が国の32.0パーセントに対し、米国は2.4パーセント、ドイツ
は 9.2 パーセント、フランスは 8.1 パーセント、英国は 5.6 パーセントと、諸外国にお
ける直接貸出の規模は相対的に小さく、我が国においては、直接貸出による公的資金の
供給が金融市場において大きな位置を占めている状況にある。 
 
また、当省が実施したアンケート調査結果によると、貸出残高など政府金融機関等の
資金の供給規模が大きく、民間金融機関の業務を圧迫しているとの意見に対して、民間
金融機関のほとんどの業態において肯定的認識が多数となっている。 
なお、資金の借り手側（事業者及び個人）においては、否定的認識が多数となってい
る。 
 
さらに、有識者に対するインタビュー調査結果においては、政府金融機関等のシェア
は過大であり、市場における適正な資金配分をゆがめているとの意見や、市場への影響
等にかんがみ、少なくとも政府金融機関等による直接貸出については限定すべきとの意
見が多数みられる。 
 
以上のように、金融市場において政府金融機関等による公的資金供給が占める位置付
けをみると、バブル崩壊以降、民間金融機関の貸出しが抑制基調となる一方、景気対策
の一環として一部の政府金融機関等が活用された結果、そのシェアが拡大している。最
近においては、民間金融機関における資金仲介機能の低下が指摘される状況にあること
などから、政府金融機関等により中小企業等に対するセーフティネット構築のために積
極的な対応が図られているが、我が国における公的資金の供給は、全体としてみれば金
融市場において大きな位置を占め、特に直接貸出の割合が諸外国に比して高い状況にあ
る。 



（１）調査分析の視点等 

政府金融機関等による公的資金の供給が果たすべき民間金融の補完機能の発現状況を検証する上で

は、始めに、公的資金の供給が、その規模等の面で我が国の金融市場においてどのような位置を占め

ているかを明らかにする必要がある。

本項目では、公的資金の供給について、その規模等の金融市場に占める位置付けを検討するため、

まず、政府金融機関等の貸出残高等の動向を概観した上で、民間金融を加えた国内の総貸出残高に占

めるシェア等について時系列分析を行うとともに、諸外国における公的資金供給の状況との比較を行

った。次に、アンケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、金融市場に占める公的資

金供給の規模に対する認識について把握した。 

 

（２）公的資金供給の規模 

ア 政府金融機関等及び民間金融機関における貸出残高等の推移

昭和57年度から平成13年度までの20年間の直接貸出を主な業務とする政府金融機関等（10機

関）における貸出残高（注）の推移をみると増加傾向で推移しており、４年度末の120兆 8,303億

円から 13年度末の 160 兆 9,739 億円へと、この 10年間で 1.33 倍に増加している。また、貸出残

高の機関別割合をみると、平成 13 年度末では住宅金融公庫の占める割合（45.1 パーセント）が最

も大きく、次いで、公営企業金融公庫（14.9パーセント）、日本政策投資銀行（10.4パーセント）

の順となっている。                          ［図Ⅰ－１－１参照］
 
（注）本評価書においては、特段の断りがない限り、貸出残高については、商工組合中央金庫を除き「特殊法人等会
計処理基準」（昭和62年10月２日財政制度審議会公企業会計小委員会中間報告）等に基づき作成されている政府
金融機関等の財務諸表（商工組合中央金庫については、企業会計原則等に準拠した財務諸表）における年度末の
貸出残高から貸出受入金残高を差し引いたものである。 

    

    図Ⅰ－１－１ 政府金融機関等の貸出残高の推移

（注）関係各府省の資料を基に当省が作成した。
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次に、前記20年間の政府金融機関等における保証債務残高（信用保証協会による中小企業向け貸

出しに対する保証も含む。）の推移をみると増加傾向で推移しており、平成11年度以降減少に転じ

ているものの、４年度末の24兆 3,042億円から13年度末では37兆7,573億円へと、この10年間

で1.55倍に増加している。

なお、平成10年度から急増している理由は、中小企業等に対する貸し渋り対策として、10年10

月から13年３月末まで実施された中小企業金融安定化特別保証（政府が30兆円の保証枠を設定し

て保証要件を緩和した特別保証を実施。以下「特別保証」という。）の影響によるものと考えられる。 

［図Ⅰ－１－２参照］

図Ⅰ－１－２ 政府金融機関等の保証債務残高の推移

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。

２ 信用保証協会については、中小企業総合事業団・全国信用保証協会連合会「業務要覧」を参照した。

 

一方、前記20年間の民間金融機関における貸出残高の推移をみると、平成７年度をピークに減

少に転じており、４年度末の674兆 8,462 億円から13年度末では619兆 7,218 億円へと、この10

年間で0.92倍に減少している。

     なお、民間金融機関の貸出しについては、改革加速のための総合対応策において「金融仲介機能

の速やかな回復を図る」とされているなど、その有する資金仲介機能の低下が懸念されている。ま

た、こうした貸出残高の減少要因については、内閣府が民間金融機関を対象に平成14年５月に実施

したアンケート調査結果等によると、民間金融機関は、景気の低迷、企業の投資圧縮により資金需

要が低調であること、ＢＩＳ規制導入に伴う資産圧縮の動きがみられること、不良債権処理が進ん

でいること、企業の資金調達手段が多様化していることなどが考えられる。 ［図Ⅰ－１－３参照］
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図Ⅰ－１－３ 民間金融機関の貸出残高等の推移

（注）１ 日本銀行「金融経済統計月報」を基に当省が作成した。

２ 民間金融機関貸出残高＝全国銀行銀行勘定（金融・保険業への貸出しを除く。）＋全国銀行信託勘定（金融・

保険業への貸出しを除く。）＋外国銀行在日支店＋相互銀行（昭和57年度から63年度まで。金融・保険業への

貸出しを除く。）＋信用金庫（金融・保険業への貸出しを除く。）＋信金中央金庫（全国信用金庫連合会）＋信

用組合＋全国信用協同組合連合会＋労働金庫＋労働金庫連合会＋農林中央金庫（コールローンを除く。）＋農業

協同組合＋信用農業協同組合連合会（金融機関への貸出しを除く。）＋漁業協同組合＋信用漁業協同組合連合会

＋全国共済農業協同組合連合会（金融機関への貸出しを除く。）＋生命保険会社（一般貸付のみ）＋損害保険会

社（一般貸付のみ）

３ 政府金融機関等の保証債務残高のうち、国民生活金融公庫に係るものについては旧国民金融公庫から旧環境

衛生金融公庫に対するものであるため除外し、また、信用保証協会に係るものについては政府金融機関等に対

するものを当省の試算により除いた。

保証債務残高－保証債務残高×（政府金融機関等に対する保証承諾額／保証承諾総額）。

 

 

 

イ 政府金融機関等の貸出残高シェア及び総与信残高比率の推移 

国内総貸出残高に占める政府金融機関等の貸出残高シェアの推移をみると、昭和58年度から縮小傾

向で推移したものの、上述のように政府金融機関等の貸出残高が増大した一方、バブル崩壊以降は民

間金融機関の貸出しが抑制基調で推移したことにより平成３年度から拡大基調にあり、この10年間で

は、４年度末の15.2パーセントから13年度末には20.6パーセントとなっている。

また、国内総貸出残高に対する政府金融機関等の総与信残高（信用保証協会の保証債務残高を含む。）

の比率の推移をみると、貸出残高シェアと同様な傾向であり、平成４年度末の 18.2 パーセントから

13年度末には25.4パーセントへと推移している｡             ［図Ⅰ－１－４参照］
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 図Ⅰ－１－４ 政府金融機関等の貸出残高シェア及び総与信残高比率の推移

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。

２ 貸出残高シェア＝政府金融機関等の貸出残高／民間金融機関及び政府金融機関等の貸出残高

３ 総与信残高比率＝政府金融機関等の貸出残高及び保証債務残高／民間金融機関及び政府金融機関等の貸出残

高

４ 民間金融機関貸出残高については、図Ⅰ－１－３の注書きを参照

５ 政府金融機関等の保証債務残高については、図Ⅰ－１－３の注書きを参照
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ウ 貸出対象分野別の貸出残高シェア等と貸出動向 

前述のとおり、政府金融機関等による公的資金の供給は増加傾向であり、国内総貸出残高に対する

政府金融機関等の貸出残高のシェア及び総与信残高（信用保証協会の保証債務残高を含む。）の比率

ともに拡大基調にある。 

これらの要因について、政府金融機関等の貸出対象分野別にその貸出残高シェア等や貸出動向など

により分析してみると、貸出残高シェア等については、一部分野を除いて、平成４年度と 13 年度と

の対比でのシェアが拡大している状況となっており、貸出動向では、例えば、住宅分野及び地方公共

団体分野などで、実質ＧＤＰ（国内総生産）が低下すると新規貸出が増加するなど、バブル崩壊以降

の景気対策の一環として、一部の政府金融機関等が活用されてきたことがうかがえる。また、最近で

は中小企業分野において、資金繰りが「好転」したとする企業割合から、「悪化」したとする企業割

合を差し引いた値である資金繰りＤＩ（ディフュージョン・インデックス）が低下すると新規貸出が

増加するなど、政府金融機関等により貸し渋り対策等として中小企業等に対するセーフティネット構

築のために積極的な対応が図られている。 

 

(ア)中小企業分野 

中小企業分野について、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫の貸出残高

シェアをみると、昭和 57 年度から低下し、62 年度から平成８年度までほぼ横ばい、その後貸し渋

り対策等への対応により９年度から11年度にかけて緩やかな拡大の後、再び横ばいとなっており、

4年度から13年度までの10年間では、9.2パーセントから9.5パーセントへと推移している。 

［図Ⅰ－１－５参照］

図Ⅰ－１－５ 中小企業分野の貸出残高シェアの推移

 
 
 
（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。 

２ 貸出残高シェアの計算式は次のとおりである。 
貸出残高シェア＝（国民公庫＋中小公庫＋商工中金）の貸出残高／（民間金融機関の貸出残高＋（国民公
庫＋中小公庫＋商工中金）の貸出残高）） 

３ 国民生活金融公庫には、統合前の環境衛生金融公庫の貸出しを含む。 
４ 民間金融機関の貸出残高は、中小企業総合事業団・全国信用保証協会連合会「業務要覧」を参照した。国
内銀行銀行勘定、国内銀行信託勘定、信用金庫及び信用組合の中小企業向け貸出残高の合計である。 
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また、民間金融機関の中小企業向け貸出残高に対する信用保証協会の保証債務残高の割合である
保証債務残高シェアも拡大傾向で推移しており、平成10年度には、特別保証の影響により高い伸び
を示している。                            ［図Ⅰ－１－６参照］

図Ⅰ－１－６ 中小企業分野の保証債務残高シェアの推移 

（注）１ 日本銀行「金融経済統計月報」及び中小企業総合事業団・全国信用保証協会連合会「業務要覧」を基に当
省が作成した。
２ 保証債務残高シェアの計算式は次のとおりである。
保証債務残高シェア＝信用保証協会の保証債務残高／民間金融機関の貸出残高。なお、民間金融機関の貸
出残高については、図Ⅰ－１－５の注書きを参照
３ 信用保証協会の保証債務残高からは、政府金融機関等の貸出しに対するものを以下の試算により除いた。
保証債務残高－保証債務残高×（政府金融機関等に対する保証承諾額／保証承諾総額）

次に、中小企業分野における公的資金供給の貸出動向をみると、民間金融機関の貸し渋りが社会
問題化した平成10年度には、中小企業（全産業）の資金繰りＤＩが悪化する一方、政府金融機関等
の新規貸出が増加しているなど、最近において、中小企業の資金繰りＤＩと政府金融機関等の新規
貸出とは逆の動きを示しており、中小企業者の資金繰りが悪化しているときに、公的資金の供給が
増加している状況がうかがえる。                    ［図Ⅰ－１－７参照］

図Ⅰ－１－７ 中小企業分野の貸出動向 

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。
２ 国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫の数値は、昭和 58 年度の新規貸出額を基準
値とした指数である。
３ 資金繰りＤＩ（中小企業（全産業））は、日本銀行「主要企業短観調査」を参照し、年度の平均とした。

5.5 5.4 5.1 5.0
5.3

5.8

6.9
7.6

8.2 8.0 8.2
8.6

8.9
9.3

13.9

15.2
14.4

6.2
5.8

13.5

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

-40

-20

0

20

40

60

80

S58 S59 S60 S61 S62 S63 H H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

DI



（イ）大・中堅企業分野

大・中堅企業分野について、大・中堅企業に対する貸出し自体を目的としている政府金融機関

等はないが、国際協力銀行及び日本政策投資銀行による貸出しを、便宜上この分野で分析するこ

ととした。両行の貸出残高シェアをみると、昭和62年度以降は拡大傾向で推移しており、平成

13年度におけるシェアは18.3パーセントとなっている。

次に、貸出動向をみると、平成10年の「東南アジア経済安定化等のための緊急対策について」

（平成10年２月20日閣議決定）に対応した国際協力銀行の貸出枠の拡大や、「緊急経済対策」（平

成10年 11月 16日閣議決定）に対応した貸し渋り対策のための日本政策投資銀行における長期運

転資金融資の導入など、累次の経済対策等に対応して貸出枠の拡大や新たな貸出資金の導入が図

られている。                            ［図Ⅰ－１－８参照］ 

図Ⅰ－１－８ 大・中堅企業分野の貸出残高シェアの推移

     

（注）１ 財務省の資料を基に当省が作成した。

２ 貸出残高シェアの計算式は次のとおりである。

貸出残高シェア＝国際協力銀行及び日本政策投資銀行の貸出残高／（民間金融機関の貸出残高＋国際

協力銀行及び日本政策投資銀行の貸出残高）

ただし、国際協力銀行の貸出残高はアンタイドローン、バイヤーズクレジット及びバンクローンを差

し引いたものである。

３ 民間金融機関の貸出残高は、日本銀行「金融経済統計月報」を参照した。国内銀行銀行勘定及び国

内銀行信託勘定における中小企業向け以外の貸出残高から、金融・保険業、地方公共団体、海外円借款・

国内店名義現地貸にかかる貸出残高を差し引いたものである。
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(ウ)住宅分野 

住宅分野について、住宅金融公庫の貸出残高シェアをみると、平成８年度末の42.6パーセントを

ピークに縮小傾向で推移しているものの、13 年度末においても依然として 38.0 パーセントと大き

なシェアとなっている。                        ［図Ⅰ－１－９参照］ 

 

図Ⅰ－１－９ 住宅分野の貸出残高シェアの推移

 (注)１ 国土交通省の資料を基に当省が作成した。
２ 貸出残高は、住宅金融公庫、民間金融機関ともに個人住宅向けである。
３ 貸出残高シェアの計算式は次のとおりである。
貸出残高シェア＝住宅金融公庫の貸出残高／民間金融機関及び住宅金融公庫の貸出残高

４ 民間金融機関の貸出残高は、日本銀行「金融経済統計月報」を参照した。国内銀行銀行勘定、国内銀行信託
勘定、相互銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、農業協同組合、
全国共済農業協同組合連合会、生命保険会社、損害保険会社、その他民間金融機関の合計である。

次に、住宅分野における公的資金供給の貸出動向をみると、前年の実質ＧＤＰが落ち込んだ平成

５年度や11年度に住宅金融公庫の新規貸出が増加しているなど、前年の実質ＧＤＰと逆の動きを示

しており、景気対策と密接に関連して動いている状況がうかがえる。    ［図Ⅰ－１－10参照］ 

 

図Ⅰ－１－10 住宅分野の貸出動向 

 

 

 
（注）１ 国土交通省の資料を基に当省が作成した。 

２ 新規貸出増減率は、前年度の新規貸出額に対する増減倍率である。 
３ 住宅建設の着工から購入までには相当日数を要することから、同公庫の新規貸出増減額と実質ＧＤＰとの相
関を検証するに当たっては、前年度末における実質ＧＤＰを用いた。 
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（エ）地方公共団体分野
地方公共団体分野における公営企業金融公庫の貸出残高シェアについては、地方公営企業の借

入れにおいて政府（旧資金運用部資金を含む財政融資資金等）からの借入れが占める割合が高く、
民間金融機関からの借入れの割合がそもそも小さいことから、地方公営企業の企業債現在高ベー
スでのシェアとした。そのシェアをみると、ほぼ横ばいで推移しており、平成12年度末では、27.3
パーセントとなっている。                      ［図Ⅰ－1－11参照］ 

 
図Ⅰ－1－11 地方公共団体分野（公営企業）の貸出残高シェアの推移 

(注) １ 総務省の資料を基に作成した。 
２ 貸出残高シェアの計算式は次のとおりである。 
貸出残高シェア＝公営企業金融公庫の企業債現在高／（政府＋民間金融機関＋市場公募その他＋公営企
業金融公庫の企業債現在高） 
３ 政府・民間金融機関等には、政府（旧資金運用部資金を含む財政融資資金等）及び民間金融機関のほか、
市場公募その他を含んでいる。 
４ 平成 13 年度末における地方公営企業の企業債現在高が､調査時点においては把握されていなかったこ
とから、12年度末までのデータとした。 

 

次に、地方公共団体分野における公的資金供給の貸出動向をみると、実質ＧＤＰが落ち込んだ
平成４年度や５年度に、公営企業金融公庫の新規貸出が増加しているなど、実質ＧＤＰと逆の動
きがみられるとともに、後掲表Ⅰ－１－１における経済対策に対応した活用状況を勘案すると、
景気対策と密接に関連して動いている状況がうかがえる。        ［図Ⅰ－１－12参照］

 
図Ⅰ－１－12 地方公共団体分野の貸出動向 

 

（注）１ 総務省の資料を基に作成した。
２ 新規貸出増減率は、前年度の新規貸出額に対する増減倍率である。
３ 実質ＧＤＰは、年度末の数値を用いた。
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（オ）農林漁業分野 
農林漁業分野について、農林漁業金融公庫の貸出残高シェアをみると、昭和62年度末の23.7

パーセントをピークに縮小傾向で推移し、平成13年度末では14.2パーセントとなっている。 

ただし、農林漁業分野においては、かねてより、民間金融機関を活用するために、民間融資へ

の利子補給制度（農業近代化資金等）や保証制度が設けられている。 

次に、貸出動向をみると、農林漁業を取り巻く環境の変化や公共事業等における同公庫の貸出

対象となる受益者負担部分の減少などの影響により、ほ場整備や用水路の整備資金である農業基

盤整備資金や農産物の処理加工施設などの整備資金である農林漁業施設資金が減少している。

［図Ⅰ－１－13参照］ 

図Ⅰ－１－13 農林漁業分野の貸出残高シェアの推移 

  

（注）１ 農林水産省の資料を基に当省が作成した。

２ 貸出残高シェアの計算式は次のとおりである。

貸出残高シェア＝農林漁業金融公庫の貸出残高／民間金融機関及び農林漁業金融公庫の貸出残高

３ 民間金融機関の貸出残高は、農林中央金庫「農林漁業金融統計」を参照した。国内銀行銀行勘定、国内

銀行信託勘定、国内銀行海外店勘定、信用金庫、組合金融機関の農林漁業向け貸出残高の合計である。

（カ）福祉・医療分野

福祉・医療分野について、社会福祉・医療事業団の貸出残高シェアをみると、平成２年度以降

は拡大傾向で推移しており、13年度末におけるシェアは22.7パーセントとなっている。

次に、貸出動向をみると、「高齢者保健福祉推進十か年計画（ゴールドプラン）」（平成元年12

月21日大蔵・厚生・自治３大臣合意）、「新・高齢者保健福祉推進十か年計画（新ゴールドプラン）」

（平成６年12月18日大蔵・厚生・自治３大臣合意）、「今後の子育て支援のための施策の基本的

方向について（エンゼルプラン）」（平成６年12月16日文部・厚生・労働・建設４大臣合意）、「障

害者プラン」（平成７年12月18日障害者対策推進本部決定）、介護保険制度の実施（平成12年度

より）や累次の医療法の改正に対応して、事業枠の追加や貸出資金の拡充が図られている。 

［図Ⅰ－１－14参照］
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図Ⅰ－１－14 福祉・医療分野の貸出残高シェアの推移 

（注）１ 厚生労働省の資料を基に当省が作成した。
２ 貸出残高シェアの計算式については次のとおりである。
貸出残高シェア＝社会福祉・医療事業団の貸出残高／民間金融機関及び社会福祉・医療事業団の貸出残
高
３ 民間金融機関の貸出残高は、日本銀行「金融経済統計月報」の医療・保健衛生向けの貸出残高を参照し
た。なお、福祉分野向けの民間金融機関の貸出残高については、経年的な統計データが存在しないが、施
設整備に係る資金の他、その大部分を同事業団の貸出しが占めているものと考えられる。

（キ）特定地域（沖縄県）分野

特定地域（沖縄県）分野について、沖縄県内における沖縄振興開発金融公庫の貸出残高シェア

をみると、平成２年度以降は民間金融機関の貸出残高が伸びていないことから拡大傾向で推移し

ており、13年度末におけるシェアは34.0パーセントとなっている。 

次に、貸出動向をみると、「総合経済対策」（平成10年４月24日閣議決定）に対応して、事業

枠の追加や中小企業等資金として中小企業運転資金円滑化特別貸付が創設されるなど、累次の経

済対策等に対応して、事業枠の追加及び貸出資金の拡充が図られている。 ［図Ⅰ－１－15参照］ 

 

図Ⅰ－１－15 特定地域（沖縄県）分野の貸出残高シェアの推移 

（注）１ 内閣府の資料を基に当省が作成した。
２ 貸出残高シェアの計算式は次のとおりである。

貸出残高シェア＝沖縄振興開発金融公庫の貸出残高／民間金融機関及び沖縄振興開発金融公庫の貸出
残高
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（ク）最近の経済対策
前述（ア）から（キ）に関連して、平成４年度以降の政府の主な経済対策等をみると、景気対

策の一環として政府金融機関等が活用されるとともに、10年度の「中小企業等貸し渋り対策大綱」

（平成10年８月28日閣議決定）以降、政府金融機関等により、貸し渋り対策等として、中小企

業等に対するセーフティネット構築のために積極的な対応が図られている。 

［表Ⅰ－１－１参照］

表Ⅰ－１－１ 最近の経済対策等に対応した政府金融機関等の主な活用状況
年 度 対策等名（閣議決定等年月日） 政府金融機関等の主な活用状況
平成４ 総合経済対策     （平 4.8.28） ○ 日本開発銀行の貸出枠追加 

○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

総合的な経済政策の推進について 
（平5.4.13） 

○ 日本開発銀行の輸入体制整備融資に入居保証金追加 
○ 住宅金融公庫の貸出枠５万戸追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

緊急経済対策 
（平5.9.16） 

○ 日本開発銀行の輸入体制整備融資（輸入促進基盤強化融資に
改称）を拡充 
○ 住宅金融公庫の貸出枠10万戸追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

５ 

総合経済対策 
（平6.2.8） 

〇 住宅金融公庫の貸出枠７万戸追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

緊急円高・経済対策  （平 7.4.14） 
 

○ 日本開発銀行の輸入促進基盤強化融資に対象事業者追加 
○ 住宅金融公庫の事業計画追加（阪神・淡路大震災分） 

７ 

当面の経済対策 
            （平 7.9.20） 

○ 住宅金融公庫の貸出枠３万戸追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 
○ 国民金融公庫の利子減免措置 
○ 中小企業金融公庫の利子減免措置 

８ 経済対策 
           （平 9.2.13） 

○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

21 世紀を切りひらく緊急経済対策  
（平 9.11.18） 

○ 住宅金融公庫の特別割増融資額の臨時的増額 
○ 沖縄振興開発金融公庫の事業枠追加 

９ 

東南アジア経済安定化等のための緊急
対策について      （平10.2.20） 

○ 日本輸出入銀行の貸出枠追加 
○ 日本開発銀行の貸出枠追加 

総合経済対策 
（平10.4.24） 

○ 日本開発銀行の貸出枠追加、金融環境対応等保証制度及びＰ
ＦＩ融資制度の創設 
○ 住宅金融公庫の事業計画追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 
○ 沖縄振興開発金融公庫の事業枠追加 

中小企業等貸し渋り対策大綱 
（平10.8.28） 

○ 20 兆円を保証規模とする中小企業金融安定化特別保証制度を
創設 
○ 政府系金融機関の融資制度の拡充 

10 

緊急経済対策  
（平10.11.16） 

○ 日本開発銀行の貸出枠追加、長期運転資金融資等の導入 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 
○ 沖縄振興開発金融公庫の事業枠追加 

11 
 

経済新生対策  
（平11.11.11） 

○ 住宅金融公庫の事業計画追加、貸出枠10万戸追加 
○ 中小企業金融安定化特別保証の延長､保証枠10兆円追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

12 
 

日本新生のための新発展政策  
（平12.10.19） 

○ ［中小企業対策］一般信用保証制度の無担保保証の限度額を
5,000 万円から8,000 万円に引上げ 
○ 住宅金融公庫の貸出枠５万戸追加 
○ 公営企業金融公庫の貸出枠追加 

改革先行プログラム  （平13.10.26） ○ 中小企業のセーフティネットの充実、創業・経営革新の支援 13 
 

早急に取り組むべきデフレ対応策 
（平14.2.27） 

 

○ ［貸し渋り対策等］セーフティネット保証・貸付けの着実な
実施とその拡充（信用保証協会及び政府金融機関に対して､更に
積極的な実施を徹底） 

改革加速のための総合対応策 
（平14.10.30） 

○ [中小企業対策等] 政策金融の活用（無担保融資制度の限度
額引上げ等）、信用保証の拡充、日本政策投資銀行の企業再生フ
ァンドへの出資制度の拡充 

14 
 

改革加速プログラム 
（平14.12.12） 

○ 中小企業者に対する資金供給の円滑化 
○ 日本政策投資銀行の企業再生ファンドへの出資枠の拡大 

 （注）関係各府省の資料を基に当省が作成した。



（３）諸外国における公的資金供給の規模との比較 

諸外国における公的資金供給の規模（中央政府が関与しているもの）との比較については、

本来、諸外国における国内総貸出残高に対するシェアでの比較によることが望ましいが、諸

外国の国内総貸出残高を正確に把握することが困難であるため、各国の名目ＧＤＰに対する

比率による比較を行った。また、米国については、第２－Ⅰ－６（後述）にみるとおり、米

国における住宅関連の政府支援企業は民間所有の企業体であることから、これら政府支援企

業を含むベースと含まないベースでの比率を把握した。 

その結果をみると、総与信残高に対する比率では、我が国の 39.5 パーセントに対し、米国

は政府支援企業を含めると 44.0 パーセントと我が国とほぼ同水準にあるが、これを除くと、

13.2パーセントとなっており、また、ドイツは22.7パーセント、フランスは8.5パーセント、

英国は 5.7 パーセントと、我が国よりも相対的に比率が低い状況となっている。また、借り

手に対して政府又は政府機関が直接貸出を行う資金供給について貸出残高の対名目ＧＤＰ比

率をみると、我が国の32.0パーセントに対し、米国は2.4パーセント、ドイツは9.2パーセ

ント、フランスは 8.1 パーセント、英国は 5.6 パーセントと、諸外国における直接貸出の規

模は相対的に小さく、我が国においては、直接貸出による公的資金の供給が金融市場におい

て大きな位置を占めている状況にある。 

なお、比較に当たっては、連邦制を採る国においては州レベルの公的資金の供給が、欧州に

おいては欧州投資銀行（ＥＩＢ）による開発銀行業務が実施されていることや、各国におけ

る資本市場の発達度合い等金融事情の違いに留意する必要がある。  ［表Ⅰ－１－２参照］ 

 
   表Ⅰ－１－２ 諸外国における公的資金供給の対名目ＧＤＰ比率       （単位：％） 

区 分 日 本 米 国 ドイツ フランス 英 国 

総与信残高 ３９.５ 

４４.０ 

（政府支援企業を含む） 

１３.２ 

（政府支援企業を含まない） 

２２.７ ８.５ ５.７ 

貸出残高 ３２.０ ２.４ ９.２ ８.１ ５.６ 

   （注）１ 日本は日本銀行「金融経済統計月報」を、米国は予算教書の「Analytical Perspectives 2003」の

「Estimated Future Cost Of Outstanding Credit Programs」及び「Face Value Of Government-Sponsored 

Enterprise Lending」を、ドイツはドイツ連邦銀行「Monthly Report」を、フランスはフランス中央

銀行「annual report CDC financial statements」および中小企業開発銀行「Rapports annuels」を、

英国は国家統計局「Financial Statistics  9.1M UK summary accounts Forth Quarter 2001」など

を基に当省が作成した。 

      ２ 日本が2001年度末、米国及びドイツが2001年末、フランスが2000年末、英国が2000年度末の数

値である。 

３ ドイツの総与信残高ベースにおける公的資金の供給にはリファイナンス（間接融資）を含んでいる。 

 



（４）関連アンケート調査結果

ア 公的資金供給の規模等に関する認識

「政府金融機関等は、貸出残高など資金の供給規模（量）が大きく、民間金融機関の業

務を圧迫している」との意見に対する認識を尋ねたところ、肯定的認識が都市銀行等は100

パーセント、地方銀行等は67.9パーセント、信金・信組等は51.3パーセントであるなど、

民間金融機関のほとんどの業態で多数となっている（注）。 

なお、資金の借り手側（事業者及び個人）については、事業者（中小企業）において肯

定的認識が10.0パーセント、否定的認識が37.2パーセントであるなど、事業者及び個人

とも否定的認識が多数となっている。 

 
（注）「都市銀行等」は都市銀行及び長期信用銀行、「地方銀行等」は地方銀行及び第二地方銀行、「信金・
信組等」は信用金庫、信用組合及び労働金庫である。また、肯定的認識とは、「そう思う」と「どちら
かといえばそう思う」とを、否定的認識とは、「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」
とを合わせたものである（アンケート部分の記述については、以下同じ）。 

 

イ 「補完の関係」を超えているとの認識の時間軸での変化 

政府金融機関等の活動が「補完の関係」を超えていると認識している民間金融機関（後

述第２－Ⅰ－４参照）において、ここ５年から10年程度の間に「補完の関係を超えている

状況が強まっている」との認識が、中小企業分野では、都市銀行等において85.7パーセン

ト、地方銀行等において67.2パーセントなどとなっており、大・中堅企業分野では、都市

銀行等において83.3パーセント、地方銀行等において58.1パーセントであるなど、それ

ぞれ多数となっている。また、その理由としては、政府金融機関等における「貸出条件の

緩和」、「資金供給規模の増加」や「貸出対象の拡大」が上位となっている。 

［資料46参照］ 

（５）関連有識者インタビュー調査結果

公的資金供給の規模（シェア）に対する有識者の認識は､公的資金供給の規模（シェア）は
過大であり、市場における適正な資金配分をゆがめているとの意見や、市場への影響等にか
んがみ、少なくとも政府金融機関等による直接貸出については限定すべきとの意見が多数み
られる。
なお、有識者意見のうち主なものを例示すれば、以下のとおりである。
○ 規模の問題については、中小企業向けで減少もみられるが、住宅、大企業向け貸出し
を中心に増加しており、シェアの面でも大きくなり過ぎている。
○ シェアの点については、民業補完の観点からは、公的資金供給の金融市場に占める割
合は過剰な水準になっている。
○ 総体としてのシェア拡大が、市場における適正な資金配分をゆがめているかという点
については、そうではないかと認識しているが、適正規模を数量としては決められず、
定性的な議論が必要である。
○ 全体として政府金融機関等が直接貸出を行うような出番は極めて限定的である。 
○ 直接貸出は、政府金融機関等の役割ではなく、基本的に不必要。保証や利子補給など
他の資金供給手法と科学的な比較を行い、直接貸出からは撤退し、どうしても残る分野
についても間接的な手法を用いるべきである。



一方で、景気が低迷している現下の局面では情報の不完全性が増すと考えられるので、政
府の役割は相対的に増すとの意見や、量的補完は常時必要となるものではないが、貸し渋り
対策等の緊急時対応としての位置付けでは必要との意見等もみられる。

［資料47参照］ 
 

以上、（１）から（５）までのように、金融市場において政府金融機関等による公的資金供給が占
める位置付けをみると、バブル崩壊以降、民間金融機関の貸出しが抑制基調となる一方、景気対策
の一環として一部の政府金融機関等が活用された結果、そのシェアが拡大している。最近において
は、民間金融機関における資金仲介機能の低下が指摘される状況にあることなどから、政府金融機
関等により中小企業等に対するセーフティネット構築のために積極的な対応が図られているが、我
が国における公的資金の供給は、全体としてみれば金融市場において大きな位置を占め、特に直接
貸出の割合が諸外国に比して高い状況にある。 



２ 長期資金の供給における補完状況 
（要旨）

政府金融機関等による公的資金の供給は、民間金融機関では提供できない長期か
つ固定金利による貸出しなど、長期安定的な資金を供給することにより民間金融の
補完を図ることを旨として行われている。 
 
本項目では、直接貸出を主な業務とする政府金融機関等（10 機関）による長期資

金の供給が民間金融の補完機能を果たしているかについて検証した。この検証に当
たっては、政府金融機関等が民間金融機関に比べてどの程度長期資金の供給を行っ
ているかを把握するため、政府金融機関等と民間金融機関における貸出残高の残存
期間別内訳及び固定金利貸出割合を比較分析した。次に、民間金融機関による長期
資金の供給状況の変化について把握するため、長期かつ固定金利での貸出割合の推
移等を分析した。さらに、定量的な分析にはデータ上の制約があることから、アン
ケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、政府金融機関等による長
期資金の供給における民間金融の補完状況について把握した。 
 
まず、平成 13 年度末現在の貸出残高に占める残存期間７年超の貸出割合について

比較したところ、データの把握が可能であった政府金融機関等（９機関）のうち５
機関において民間金融機関を上回っており、また、同年度末現在の貸出残高に占め
る固定金利貸出割合についても比較したところ、すべての政府金融機関等において
民間金融機関を上回っている。これらのデータから、政府金融機関等は民間金融機
関に比べて、長期かつ固定金利での貸出割合が高いことがうかがえる。 
 
次に、民間金融機関の長期資金の供給状況についてみると、近年、金利スワップ

や貸出債権の証券化等の市場が拡大し、これらの金融技術の高度化を背景に、その
貸出期間や貸出しの対象等に関して一定の限定があるとは考えられるが、長期かつ
固定金利での資金供給が可能な状況もみられる。例えば、都市銀行の貸出残高に占
める残存期間７年超の固定金利貸出割合は、平成４年度末の 1.8 パーセントから 13
年度末の 6.5 パーセントへと増加している。さらに、内閣府が平成 14 年５月に民間
金融機関に対して行ったアンケート調査結果によると、民間金融機関でも対応可能
な貸出期間として、長期資金で 20 年、長期・固定金利資金で 10 年（いずれも中央
値）との結果が得られている。 
 
さらに、当省が実施したアンケート調査結果によると、長期（固定）資金の貸出し
における政府金融機関等の民間金融の補完機能について、資金の借り手側（事業者
及び個人）及び信金・信組等などの民間金融機関においては肯定的認識が多数とな
っているものの、都市銀行等及び地方銀行等の比較的規模の大きい民間金融機関に
おいては否定的認識が多数となっている。また、政府金融機関等が今後とも果たし
ていく必要がある役割として、「長期資金の供給」を挙げる回答が、民間金融機関の
すべての業態において中位以下となっている。 



また、有識者に対するインタビュー調査結果においては、長期かつ固定金利での資
金供給は金融技術の高度化を背景に民間金融機関や資本市場での対応が原則可能で
あるとの意見など、政府金融機関等による長期資金の供給における民間金融の補完
機能について否定的な意見が多数みられる。 
 
以上のように、政府金融機関等による長期資金の供給における民間金融の補完機

能に関しては、長期にわたる固定金利での資金供給に関して一定程度の補完状況が
認められるものの、近年では、金融技術の高度化を背景に民間金融機関においても
長期かつ固定金利での資金供給が可能な状況もみられることから、民間金融機関と
の競合が生じる場合もあると推測される。

 



（１）調査分析の視点等 

政府金融機関等による公的資金の供給は、民間金融機関では提供できない長期かつ固定金利に

よる貸出しなど、長期安定的な資金を供給することにより民間金融の補完を図ることを旨として

行われている。 

本項目では、直接貸出を主な業務とする政府金融機関等（10 機関）による長期資金の供給が民

間金融の補完機能を果たしているかについて検証した。この検証に当たっては、政府金融機関等

が民間金融機関に比べてどの程度長期資金の供給を行っているかを把握するため、政府金融機関

等と民間金融機関における貸出残高の残存期間別内訳及び固定金利貸出割合を比較分析した。次

に、民間金融機関による長期資金の供給状況の変化について把握するため、長期かつ固定金利で

の貸出割合の推移等を分析した。さらに、定量的な分析にはデータ上の制約があることから、ア

ンケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、政府金融機関等による長期資金の供

給における民間金融の補完状況について把握した。 

 

（２）民間金融機関との貸出残高の残存期間別内訳及び固定金利貸出割合の比較 

平成 13 年度末現在の貸出残高に占める残存期間７年超の貸出割合は、民間金融機関において

は、都市銀行、長期信用銀行及び主な信託銀行（以下「主要行」という。）が 21.5 パーセント、

地方銀行及び第二地方銀行（以下「地域行」という。）が 32.5 パーセントとなっている。 

一方、政府金融機関等においては、当該データは未整理であるとしているため比較ができない

住宅金融公庫を除く９機関のうち、日本政策投資銀行（74.3 パーセント）、沖縄振興開発金融公

庫（84.1 パーセント）、公営企業金融公庫（91.5 パーセント）、農林漁業金融公庫（66.6 パーセ

ント）及び社会福祉・医療事業団（95.4 パーセント）の計５機関が主要行及び地域行を上回って

いる。                               ［図Ⅰ－２－１参照］
 
図Ⅰ－２－１ 貸出残高の残存期間別内訳の状況 
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（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。数値は特殊法人等会計処理基準等に基づく財務諸表におけ
る貸出残高の残存期間別内訳である。なお、国民生活金融公庫については、同資料の把握はしていない
との回答であったので、普通貸付及び生活衛生資金貸付に係る新規貸出の期間別内訳を用いた。 
２ 主要行については、都市銀行、長期信用銀行、主な信託銀行（住友信託銀行、中央三井信託銀行、み
ずほアセット信託銀行、三菱信託銀行、UFJ 信託銀行）の各ディスクロージャー誌を基に作成した。 
３ 地域行については、北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国、九州の各ブロックにおいて平成
13 年度末現在の貸出残高が最も多い地方銀行及び第二地方銀行のディスクロージャー誌を基に作成した。 
４ 民間金融機関の貸出残高の残存期間別内訳については、各行のディスクロージャー誌を基に集計して
いるため、７年超までの区分による把握しか行えない。

 

また、同年度末現在の貸出残高に占める固定金利貸出しの割合については、民間金融機関にお

いては主要行が 27.4 パーセント、地域行が 37.1 パーセントとなっている。 

一方、政府金融機関等においては、全 10 機関において主要行及び地域行を上回っており、特

に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び社会福祉・医療事業団の計４

機関においてはすべて固定金利による貸出しとなっている。       ［図Ⅰ－２－２参照］

図Ⅰ－２－２ 貸出残高の固定・変動金利別内訳の状況

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。数値は、特殊法人等会計処理基準等に基づく財務諸表にお
ける貸出残高の固定・変動金利別内訳である。

   ２ １年以下の短期貸出金については除外した。
３ 住宅金融公庫については、貸出金の固定・変動金利別の把握はしていないが固定金利がその大部分を
占めるとしており、本図においてはすべて固定金利として取り扱った。
４ 主要行及び地域行については、図Ⅰ－２－１と同じ対象の銀行のディスクロージャー誌を基に作成し
た。

これらのデータから、貸出残高のうち残存期間７年超の貸出割合が民間金融機関よりも高い政

府金融機関等が５機関あり、かつ、すべての政府金融機関等において民間金融機関よりも固定金

利による貸出割合が高いことから、政府金融機関等は民間金融機関に比べて、長期かつ固定金利

での貸出割合が高いことがうかがえる。
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（３）民間金融機関における長期資金の供給状況 

近年、金利スワップや貸出債権の証券化など金利リスク等の回避手法が拡大するとともに、長

期・大規模事業等において、政府金融機関等との役割分担の下、プロジェクト・ファイナンスや、

シンジケート・ローン等の貸出手法が浸透しつつある（注）。 

例えば、金利リスクの回避手法として活用される金利スワップ（円―円）は、東京市場におけ

る取扱高が平成４年の 1,046 億ドルから 13 年の１兆 6,890 億ドルへと 10 年間で約 16 倍に、ま

た、５年６月に施行された特定債権等に係る事業の規制に関する法律（平成４年法律第 77 号）

に関連する貸出債権の証券化額は、国内調達金額が５年度の 2,653 億円から 13 年度の４兆 1,849

億円へと９年間で約 16 倍に拡大している。また、長期・大規模事業向けの貸出しに活用される

手法として、プロジェクト・ファイナンスは、平成 10 年度に旧日本開発銀行（現日本政策投資

銀行）及び旧三和銀行（現ＵＦＪ銀行）等により国内で初めて用いられ、国内組成額が 10 年の

10 億 8,900 万ドルから 13 年の 23億 500 万ドルへと４年間で約２倍に、さらに、シンジケート・

ローンについては、国内組成額が４年の８億 9,300 万ドルから 13 年の 972 億 2,200 万ドルへと

10 年間で 100 倍以上に拡大している。                 ［表Ⅰ－２－１参照］ 
 

（注）プロジェクト・ファイナンスとは、貸出金の返済可能性を借り手の信用力ではなしに、事業の収益力に着目
した貸出し手法である。また、シンジケート・ローンとは、主幹事行が複数の金融機関の参加を募って協調融
資団を組成し、同一借入人に対して同一の金銭消費貸借契約及び条件で貸出しを行う手法である。 
 

表Ⅰ－２－１ 金利スワップ等の推移 

（注）１ 金利スワップについては、TIU Derivatives の資料を参照した。 
   ２ 特定債権等に係る事業の規制に関する法律に関する貸出債権証券化額については、財団法人日本資産流

動化研究所のホームページを参照した。 
   ３ プロジェクト・ファイナンス及びシンジケート・ローンについては、Thomson Financial の SDC Platinum

を参照した。 

 

こうした金融技術の高度化を背景に、その貸出期間や貸出しの対象等に関して一定の限定があ

るとは考えられるが、民間金融機関においても長期かつ固定金利での資金供給が可能な状況もみ

られ、例えば、都市銀行の貸出残高に占める残存期間７年超の固定金利貸出しの割合は、平成４

年度末の 1.8パーセントから 13年度末の6.5パーセントへと増加している。［図Ⅰ－２－３参照］ 

図Ⅰ－２－３ 都市銀行の貸出残高に占める７年超・固定金利貸出割合の推移

（注）各都市銀行のディスクロージャー誌を基に当省が作成した。
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さらに、内閣府が民間金融機関を対象に平成 14 年５月に実施したアンケート調査結果による

と、民間金融機関でも対応可能な貸出期間として、長期資金で 20 年、長期・固定金利資金で 10

年（いずれも中央値）との結果が得られている。            ［表Ⅰ－２－２参照］

表Ⅰ－２－２ 民間金融機関における長期資金及び長期・固定金利資金への対応

（注）内閣府が平成 14 年８月に経済財政諮問会議に提出した「政策金融改革について」の民間金融機関アンケー

ト結果を基に当省が作成した。 

（４）関連アンケート調査結果 

ア 長期（固定）資金の供給に関する認識 

「政府金融機関等は、長期（固定）資金の提供において民間金融機関を補完する役割を果た

している」との意見に対する認識を尋ねたところ、民間金融機関のうち、都市銀行等において

は肯定的認識が 14.3 パーセント、否定的認識が 85.7 パーセント、また、地方銀行等において

は肯定的認識が 28.3 パーセント、否定的認識が 52.8 パーセントと、比較的規模の大きい民間

金融機関においては否定的認識が多数となっている。 

一方、資金の借り手側については、事業者（大・中堅企業）において肯定的認識が 48.5 パ

ーセント、否定的認識が 16.4 パーセントとなっているなど、事業者及び個人とも肯定的認識

が多数となっている。また、その他民間金融機関についても、信金・信組等において、肯定的

認識が 49.7 パーセント、否定的認識が 31.8 パーセントとなっているなど、肯定的認識が多数

となっている。 

 

イ 政府金融機関等が果たすべき役割に関する認識 

民間金融機関による活動のみでは国の政策を推進していくことが困難であるため、政府金融

機関等が今後とも果たしていく必要がある役割として、「長期資金の供給」を挙げる回答が、

民間金融機関のすべての業態において中位以下となっているが、借り手側においては上位とな

っている。 

また、「長期資金の供給」を挙げた事業者に対し、長期とは何年間程度を意識しているか尋

ねたところ、10年以上 12年未満の範囲の回答が 31.7 パーセントで最多となっている（中央値

で 11 年。821 事業者の回答結果）。 

 

［資料46参照］ 
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（５）関連インタビュー調査結果 

長期かつ固定金利での資金供給は金融技術の高度化を背景に民間金融機関や資本市場での対

応が原則可能であるとの意見など、政府金融機関等による長期資金の供給における民間金融の補

完機能について否定的な意見が多数みられる。 

なお、有識者意見のうち主なものを例示すれば、以下のとおりである。 

○ 長期固定貸出については、ＡＬＭ（資産・負債の総合管理）の進展により民間でも供給可

能になったため、もはや妥当性は薄い。 

○ 長期資金の供給による補完については、本来社債等により対応すべきものである。 

○ 長期資金の供給など質的補完は、政府金融機関等が補助金を受けているから可能なだけで、

民間でも同額の補助金を受け入れれば可能。また、長期固定でなければならない資金需要が

本当に存在するかも疑問である。 

一方で、設備資金等に係る長期資金の貸出しは、民間金融機関において積極的とは考えにくい

ことなどから補完の関係が認められるのではないかとの意見や、スワップ技術を用いて民間の長

期資金供給能力が高まっていることは事実だが、超長期の部分については民間では対応が困難で

あるとの意見等もみられる。 

［資料47参照］ 

 

以上、（１）から（５）までのように、政府金融機関等による長期資金の供給における民間金融の補

完機能に関しては、長期にわたる固定金利での資金供給に関して一定程度の補完状況が認められるもの

の、近年では、金融技術の高度化を背景に民間金融機関においても長期かつ固定金利での資金供給が可

能な状況もみられることから、民間金融機関との競合が生じる場合もあると推測される。 



３ 民間金融機関では貸出しが困難な分野への資金供給における補完状況 
（要旨）

政府金融機関等による公的資金の供給は、市場原理に基づく民間金融のみでは適
切に対応することが困難な分野に資金供給することにより民間金融の補完を図るこ
とを旨として行われている。 
 
本項目では、直接貸出を主な業務とする政府金融機関等（10 機関）が民間金融機

関では貸出しが困難な分野へ資金供給を行うことにより、民間金融の補完機能を果
たしているかについて検証した。この検証に当たっては、公的資金の供給を行って
いる対象が民間金融機関では貸出しが困難な分野であるかについて定量的に明らか
にすることはデータの制約等から困難であった。このため、一つの試みとして、民
間金融機関では貸出しが困難な分野へ資金供給を行った結果として、貸倒れなどの
リスクがどの程度顕在化しているかについて民間金融機関との比較検証を行うとと
もに、貸出しの当初段階におけるリスク負担状況を把握するために貸出金担保別内
訳についても比較分析した（ただし、これらの指標では、審査能力、モニタリング、
情報収集能力等の優劣による影響については考慮されていないと同時に、貸出しの
当初段階でリスク評価等が困難であっても、必ずしもその後にリスクが顕在化する
とは限らないという制約はある。）。次に、民間金融機関における貸出しの対象範囲
について把握するため、行内格付けを行っている民間金融機関の割合等について分
析した。さらに、上述のように定量的な比較分析にはデータ上の制約があることか
ら、アンケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、政府金融機関等
による民間金融機関では貸出しが困難な分野への資金供給における民間金融の補完
状況について把握した。 
 
まず、貸出金のうち最終的に未回収となったものの割合である損失発生率と併せ

て、平成 13 年度末現在における金融再生法第７条に基づく債権（以下「金融再生法
開示債権」という。）に占める非正常債権の割合について分析したところ、政府金融
機関等は民間金融機関に比べて、損失発生率が経年的に同程度又は低く、かつ、非
正常債権の割合についても同様の状況となっており、結果として、政府金融機関等
に関してリスクが顕在化している状況はうかがえなかった（政府金融機関等につい
ては、結果として信用リスクが顕在化していない場合であっても、上述したような
様々な要因が考えられることから、貸出しの当初段階でリスクの大きな貸出しを行
っている可能性があることについて留意する必要がある。）。 
なお、政府金融機関等の損失発生率が比較的低い要因について、数値的把握が可

能な貸出金担保別内訳についてみると、政府金融機関等における担保･保証の取得割
合は民間金融機関よりも総じて高いことがうかがえる。 
 
次に、民間金融機関における貸出しの対象範囲についてみると、中小企業向け等

の貸出残高は減少傾向にあるものの、金融技術の高度化を背景に、その対象を拡大
しようとする取組もみられる。内閣府が平成 14 年５月に民間金融機関に対して行っ



たアンケート調査結果によると、貸出先に関する情報が乏しい場合や貸出先の貸倒
れの危険性が大きい場合等に対応するために、約８割の民間金融機関が行内格付け
を導入しているとともに、約５割の機関が今後行内格付けの対象を拡大すると回答
している。こうしたことを背景に、例えば、中小企業に対する新たな資金供給手法
として、比較的信用リスクが高い企業に対してもリスクに見合った金利を設定する
ことで貸出しを迅速に実現するミドルリスク・ミドルリターンのビジネスローン商
品の開発等が進みつつある。また、資金回収の不確実性が大きい長期・大規模事業
等への対応に関しては、政府金融機関等との役割分担の下、プロジェクト・ファイ
ナンスや、シンジケート・ローン等の手法が浸透しつつある。 
 
さらに、当省が実施したアンケート調査結果によると、長期・大規模事業等の不

確実性が大きい分野に対する政府金融機関等の資金供給については、民間金融機関
のすべての業態でその補完機能について肯定的認識が多数となっているが、貸出先
の情報が乏しく貸倒れの危険性も高いことから信用リスクが大きい分野に対する政
府金融機関等の資金供給については、その補完機能について、資金の借り手側（事
業者及び個人）及び信金・信組等などの民間金融機関においては肯定的認識が多数
となっているものの、都市銀行等及び地方銀行等の比較的規模の大きい民間金融機
関においては否定的認識が多数となっている。 
 
また、有識者に対するインタビュー調査結果においては、不確実性が大きいと考

えられる分野に対する政府金融機関等の資金供給については肯定的な見解もみられ
るが、貸出先に関する情報が乏しい場合や貸倒れの危険性が大きい場合における信
用リスク面での民間金融の補完機能については、少なくとも直接貸出による必要は
ないとの意見も含め、否定的な意見が多数みられる。 
 
以上のように、民間金融機関では貸出しが困難な分野への資金供給による補完機

能に関しては、不確実性が大きい分野については一定程度の補完状況が認められる
ものの、近年では、金融技術の高度化を背景に民間金融機関においても貸出しの対
象範囲を拡大しようとする取組等もみられることから、民間金融機関との競合が生
じる場合もあると推測される。

 



（１）調査分析の視点等 

政府金融機関等による公的資金の供給は、市場原理に基づく民間金融のみでは適切に対応する

ことが困難な分野に資金供給することにより民間金融の補完を図ることを旨として行われてい

る。この点については、平成 14 年 10 月に経済財政諮問会議が取りまとめた「政策金融の抜本的

改革に関する基本方針」においても、政策金融の存在意義が認められる条件の一つとして、情報

が乏しいこと、あるいは不確実性や危険性が著しく大きいことによって、リスクの適切な評価等

が極めて困難なため、民間金融による信用供与が適切に行われない場合を挙げているところであ

る。 

本項目では、直接貸出を主な業務とする政府金融機関等（10 機関）が民間金融機関では貸出し

が困難な分野へ資金供給を行うことにより、民間金融の補完機能を果たしているかについて検証

した。この検証に当たっては、公的資金の供給を行っている対象が民間金融機関では貸出しが困

難な分野であるかについて定量的に明らかにすることはデータの制約等から困難であった。この

ため、一つの試みとして、民間金融機関では貸出しが困難な分野へ資金供給を行った結果として、

貸倒れなどのリスクがどの程度顕在化しているかについて民間金融機関との比較検証を行うと

ともに、貸出しの当初段階におけるリスク負担状況を把握するために貸出金担保別内訳について

も比較分析した（ただし、これらの指標では、審査能力、モニタリング、情報収集能力等の優劣

による影響については考慮されていないと同時に、貸出しの当初段階でリスク評価等が困難であ

っても、必ずしもその後にリスクが顕在化するとは限らないという制約はある。）。次に、民間金

融機関における貸出しの対象範囲について把握するため、行内格付けを行っている民間金融機関

の割合等について分析した。さらに、上述のように定量的な比較分析にはデータ上の制約がある

ことから、アンケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、政府金融機関等による

民間金融機関では貸出しが困難な分野への資金供給における民間金融の補完状況について把握

した。 

 

（２）民間金融機関との損失発生率等の比較 

まず、平成７年度から 13 年度までの７年間の、貸出金のうち最終的に未回収となったものの

割合である損失発生率の推移について、政府金融機関等と民間金融機関とを比較したところ、主

要行及び地域行との比較では全 10 機関においてほぼ経年的に下回っている。また、信用金庫・

信用組合（以下「信金・信組」という。）との比較では、商工組合中央金庫については経年的に

同程度となっているものの、その他９機関においては経年的に下回っている。 

あわせて、平成 13 年度末現在における、金融再生法開示債権に占める非正常債権（要管理債

権以下の債権）の割合について政府金融機関等と民間金融機関とを比較したところ、民間金融機

関については主要行が 8.7 パーセント、地域行が 8.0 パーセント、信金・信組が 10.5 パーセン

トとなっている。一方で、政府金融機関等については、沖縄振興開発金融公庫（9.0 パーセント）、

国民生活金融公庫（10.5 パーセント）及び商工組合中央金庫（8.4 パーセント）の３機関が民間

金融機関と同程度、その他７機関については民間金融機関の水準を下回っている。 

なお、非正常債権の割合が低い要因として、不良債権の処理が進んだことも考えられるため、

累積不良債権処分損率についても同様に比較してみたところ、民間金融機関については主要行が

17.1 パーセント、地域行が 8.0 パーセント、信金・信組が 5.0 パーセントとなっているが、政府

金融機関等については商工組合中央金庫（6.2 パーセント）が民間金融機関と同程度、その他９



機関については民間金融機関の水準を下回っている。 

これらのデータから、政府金融機関等は民間金融機関に比べて、損失発生率が同程度又は低く、

かつ、非正常債権の割合についても同様の状況となっており、結果として、政府金融機関等に関

してリスクが顕在化している状況はうかがえなかった（政府金融機関等については、結果として

信用リスクが顕在化していない場合であっても、上述したような様々な要因が考えられることか

ら、貸出しの当初段階でリスクの大きな貸出しを行っている可能性があることについて留意する

必要がある。）。                   ［図Ⅰ－３－１及び図Ⅰ－３－２参照］ 

 

図Ⅰ－３－１ 損失発生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。なお、損失発生率の計算式は次のとおりである。 

損失発生率＝（不良債権処分損－償却債権取立益）／期中平均貸出残高 

   ２ 政府金融機関等の不良債権処分損の内訳は、商工組合中央金庫については貸出金償却額、貸倒引当金

純繰入額、債権売却損等（整理回収機構売却損、取引先支援損、債権売却損失引当金繰入額、その他債

権売却損の合計）であり、その他の政府金融機関等については貸倒引当金の目的取崩額がないこと及び

債権売却損等を計上していないことから貸出金償却額のみとした。 

   ３ 主要行及び地域行に関して、不良債権処分損については金融庁の資料を、また、償却債権取立益及び

期中平均貸出残高については全国銀行協会「全国銀行財務諸表分析」を参照した。このため、損失発生

率を計算するに当たり、各数値の基となる対象銀行数が若干異なる。なお、不良債権処分損の内訳は貸

出金償却額、貸倒引当金純繰入額、債権売却損等（整理回収機構売却損、バルクセールによる売却損、

子会社等に対する支援損等、債権売却損失引当金繰入額、特定債務者支援引当金繰入額等の合計）であ

る。 

   ４ 信金・信組については、社団法人全国信用金庫協会「全国信用金庫財務諸表分析」及び社団法人全国

信用組合中央協会「全国信用組合決算状況」を参照した。なお、債権売却損等については把握できない

ため、不良債権処分損の内訳は貸出金償却額及び貸倒引当金純繰入額のみとなっている。 
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図Ⅰ－３－２ 金融再生法開示債権に占める非正常債権の割合等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。なお、累積不良債権処分損率の計算式は次のとおりである。 

累積不良債権処分損率＝平成７年度から 13 年度までの間の不良債権処分損合計額／金融再生法開示債
権 

   ２ 民間金融機関では、金融再生法開示債権の自己査定において、Ⅳ分類の債権を部分直接償却して当該
額を金融再生法開示債権から除外しているが、特殊法人等会計処理基準等に基づき作成されている政府
金融機関等の財務諸表ではⅣ分類債権の部分直接償却は認められていない。 

   ３ 国際協力銀行及び日本政策投資銀行は、平成 12 年度決算より作成している行政コスト計算財務書類に
おいて、民間金融機関に準じてⅣ分類の債権を部分直接償却して当該額を金融再生法開示債権から除外
しているが、先の損失発生率及び累積不良債権処分損率を算出するに当たり特殊法人等会計処理基準等
に基づく財務諸表の数値を用いたため、同じベースで非正常債権の割合と比較する趣旨から、当該額を
破産更生等債権に加えた。 

   ４ 国民生活金融公庫では、債権の特性を勘案して、「３ヶ月未満延滞債権及び条件緩和債権」を要管理債
権に、｢３ヶ月以上延滞債権｣を危険債権に区分している。 

   ５ 主要行および地域行に関しては、金融再生法開示債権及び不良債権処分損ともに金融庁の資料を参照
した。 

   ６ 信金・信組に関しては、金融再生法開示債権については金融庁の資料を、また、不良債権処分損につ
いては社団法人全国信用金庫協会「全国信用金庫財務諸表分析」及び社団法人全国信用組合中央協会「全
国信用組合決算状況」を参照した。このため、累積不良債権処分損率を計算するに当たり、各数値の基
となる対象銀行数が若干異なる。 

 

 

なお、政府金融機関等の損失発生率が比較的低い要因について、数値的把握が可能な平成 13

年度末現在の貸出金担保別内訳についてみると、無担保・無保証の割合は、民間金融機関では、

主要行が 38.6 パーセント、地域行が 26.8 パーセント、信金・信組が 12.1 パーセントとなって

いる一方、当該データは未整理であるとしているため比較ができない国際協力銀行、日本政策投

資銀行及び中小企業金融公庫並びにその貸出しの大部分が地方公共団体に対するものである公

営企業金融公庫を除く６機関では、農林漁業金融公庫（18.8 パーセント）については民間金融機

関と同程度、その他の５機関については民間金融機関の水準を下回っている。 

［図Ⅰ－３－３参照］ 
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図Ⅰ－３－３ 貸出金担保別内訳の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。数値は特殊法人等会計処理基準等に基づく財務諸表におけ

る貸出残高の担保別内訳。なお、国民生活金融公庫及び農林漁業金融公庫については、同資料の把握は

していないとの回答であったので、新規貸出の担保別内訳を用いた。 

   ２ 公営企業金融公庫については、その貸出しの大部分が地方公共団体に対するものであるために「その

他」に分類した。 

   ３ 主要行及び地域行については、図Ⅰ－２－１と同じ対象銀行のディスクロージャー誌を基に作成した。 

   ４ 信金・信組については、社団法人全国信用金庫協会「全国信用金庫財務諸表分析」及び社団法人全国

信用組合中央協会「全国信用組合決算状況」を参照した。 

 

 

 

さらに、上記データの補足として、平成 13 年度末現在における危険債権以下の債権に係る担

保・保証による保全率と、同年度における金融再生法開示債権に対する不良債権処分損の割合で

ある不良債権処分損率の関係について、政府金融機関等と主要行及び地域行（信金・信組につい

てはデータの把握が不能）との比較を行った。その結果、上記データは未整理であるとした機関

のうち、国際協力銀行については、危険債権以下の債権に係る担保・保証による保全率は主要行

及び地域行と同程度の水準でかつ不良債権処分損率が低く、また、日本政策投資銀行及び中小企

業金融公庫については、危険債権以下の債権に係る担保・保証による保全率は低いものの、不良

債権処分損率も主要行及び地域行に比べ低いことから、貸出し当初段階における担保・保証の取

得割合が主要行及び地域行よりも低いとは判断できない。        ［図Ⅰ－３－４参照］ 
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図Ⅰ－３－４ 危険債権以下の債権の担保・保証による保全状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 関係各府省の資料を基に当省が作成した。なお、不良債権処分損率の計算式は次のとおりである。 

不良債権処分損率＝不良債権処分損／金融再生法開示債権 

２ 民間金融機関では、金融再生法開示債権の自己査定において、Ⅳ分類の債権を部分直接償却して当該

額を金融再生法開示債権から除外しているが、特殊法人等会計処理基準等に基づき作成されている政府

金融機関等の財務諸表ではⅣ分類債権の部分直接償却は認められていない。 

３ 国際協力銀行及び日本政策投資銀行は、平成 12 年度決算より作成している行政コスト計算財務書類に

おいて、民間金融機関に準じてⅣ分類の債権を部分直接償却して当該額を金融再生法開示債権から除外

しているが、不良債権処分損率を算出するに当たり特殊法人等会計処理基準等に基づく財務諸表の数値

を用いたため、同じベースで担保・保証による保全率と比較する趣旨から、当該額を破産更生等債権に

加えた。 

４ 公営企業金融公庫については、危険債権以下の債権及び同債権に係る担保・保証がないことから担保・

保証による保全率が算出できないためにグラフからは除外した。 

５ 国民生活金融公庫では、その債権の特性を勘案して、「３ヶ月未満延滞債権及び条件緩和債権」を要管

理債権に、｢３ヶ月以上延滞債権｣を危険債権に区分している。 

６ 主要行及び地域行に関しては、金融再生法開示債権とその自己査定の状況及び不良債権処分損につい

て金融庁の資料を参照した。 
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（３）民間金融機関における貸出しの対象範囲の状況 

内閣府が民間金融機関を対象に平成 14 年５月に実施したアンケート調査結果によると、貸出

先に関する情報が乏しい場合や貸出先の貸倒れの危険性が大きい場合等に対応するために、調査

対象となった民間金融機関の約８割が行内格付けを導入しており、そのうち約３割が行内格付け

の対象を限定していないとしている。 

また、行内格付け対象範囲の今後の取扱いとして、約５割の民間金融機関が拡大するとしてい

るとともに、対象外部分への今後の対応として、約５割が信用リスク測定のためのスコアリング

の精緻化又は信用リスクを計量的に予測するためのクレジット判定のデータベース活用を挙げ

ている。                              ［表Ⅰ－３－１参照］ 

 

表Ⅰ－３－１ 民間金融機関における行内格付け等の状況 

（注）内閣府が平成 14 年８月に経済財政諮問会議に提出した「政策金融改革について」の民間金融機関アンケー

ト結果を基に当省が作成した。 

 

こうしたことを背景に、中小企業等に対する新たな資金供給手法の開発が進みつつあり、例え

ば金融庁の調査によると、比較的信用リスクが高い企業に対してもリスクに見合った金利を設定

することで貸出しを迅速に実現するミドルリスク・ミドルリターンのビジネスローン商品の取扱

い件数及び取扱い銀行数が増加している。               ［表Ⅰ－３－２参照］ 

また、第２－Ⅰ－２－（３）でも述べたとおり、資金回収の不確実性が大きい長期・大規模事

業等への対応に関して、政府金融機関等との役割分担の下、プロジェクト・ファイナンスや、シ

ンジケート・ローン等の手法が浸透しつつある。          ［前掲表Ⅰ－２－１参照］ 

表Ⅰ－３－２ 地域行におけるミドルリスク・ミドルリターンのビジネスローン商品の状況

（注）金融庁が平成 14 年 10 月に取りまとめた「地域銀行における中小企業取引に関する取組状況」を基に当省が

作成した。 

 

 

このように、民間金融機関においては中小企業向け等の貸出残高は減少傾向にあるものの、金

融技術の高度化を背景に、情報が乏しい場合や貸倒れの危険性又は資金回収の不確実性が大きい

場合に対応するための資金供給手法が浸透しつつあり、貸出しの対象範囲を拡大しようとする取

組もみられる。 

H 2 H 3 H 4
26 67 89
8 43 55

3 3 0 0 3 2 0 0 2 3
52 50 2 0 50 24 0 26 46 4 7 43
47 44 3 0 44 9 24 42 9 47
46 28 7 39 24 4 37 7 8 54
28 0 8 0 9 2 0 7 2 6 2 28
86 45 40 65 8 2 82 56 38 4 83

70 07 53 0

(



（４）関連アンケート調査結果 

ア 不確実性が大きい分野への資金供給に関する認識 

 「政府金融機関等は、公共性の高い社会資本関連事業やリスクが大きい長期・大規模事業な

ど、民間金融機関では対応することが難しい事業に資金を供給する役割を果たしている」との

意見に対する認識を尋ねたところ、都市銀行等においては肯定的認識が 57.1 パーセント、否

定的認識が０パーセント、また、地方銀行等においては肯定的認識が 72.6 パーセント、否定

的認識が 10.4 パーセントなど、民間金融機関のすべての業態で肯定的認識が多数となってい

る。同様に、資金の借り手側についても、事業者（大・中堅企業）において肯定的認識が 45.1

パーセント、否定的認識が 15.6 パーセントなど、肯定的認識が多数となっている。 

イ 信用リスクが大きい分野への資金供給に関する認識 

「政府金融機関等は、経営基盤が弱い中小企業等への貸出しなど、民間金融機関が担い得な

い信用リスクを補完する役割を果たしている」との意見に対する認識を尋ねたところ、民間金

融機関のうち、都市銀行等においては肯定的認識が 28.6 パーセント、否定的認識が 42.9 パー

セント、また、地方銀行等においては肯定的認識が 29.2 パーセント、否定的認識が 48.1 パー

セントと、比較的規模の大きい民間金融機関においては否定的認識が多数となっている。 

一方、資金の借り手側については、事業者（中小企業）において肯定的認識が 38.9 パーセ

ント、否定的認識が 23.1 パーセントなど、肯定的認識が多数となっている。また、その他民

間金融機関についても、信金・信組等において、肯定的認識が 39.5 パーセント、否定的認識

が 35.4 パーセントとなっているなど、肯定的認識が多数となっている。 

［資料46参照］ 
（５）関連有識者インタビュー調査結果 

公共事業など社会的便益は大きいが収益性が低い分野及び長期・大規模事業など資金回収の不

確実性が大きいと考えられる分野に対する政府金融機関等の資金供給については肯定的な意見

もみられるが、貸出先に関する情報が乏しい場合や貸倒れの危険性が大きい場合における信用リ

スク面での民間金融の補完機能については、少なくとも直接貸出による必要はないとの意見も含

め、否定的な意見が多数みられる。

なお、有識者意見のうち主なものを例示すれば、以下のとおりである。

○ 民間が取れないリスクを政府が取るのであれば、直接貸出によるのではなく、保証により

補完すべきである。 

○ 民間金融よりもリスク評価能力や情報生産能力において優位にあるとは思えない。 

○ 都市再開発等の大規模プロジェクトにおいて、中立的な立場での調整を行うアレンジャー

業務が重要である。 

一方で、信用リスク面での民間金融の補完については、中小企業、ベンチャー企業向けの貸出

しの現場では、資金がうまく流れていない現状があることから、中小企業、ベンチャー分野にお

ける政府金融機関等の貸出しについては一定の評価が可能との意見等もみられる。

［資料 47 参照］ 

以上、（１）から（５）までのように、民間金融機関では貸出しが困難な分野への資金供給による補
完機能に関しては、不確実性が大きい分野については一定程度の補完状況が認められるものの、金融技
術の高度化を背景に民間金融機関においても貸出しの対象範囲を拡大しようとする取組等もみられる
ことから、民間金融機関との競合が生じる場合もあると推測される。 



 

４ 公的資金供給に関する民間金融機関の認識等 
（要旨） 

政府金融機関等による公的資金の供給が果たすべき民間金融の補完機能の発現
状況を把握するに当たって、前述第２－Ⅰ－２及び３では、長期資金の供給や民間
金融機関では貸出しが困難な分野への資金供給という役割に着目して検証を行っ
てきたが、民間金融機関が公的資金の供給による民間金融の補完状況に関して、そ
もそもどのような認識を持っているか把握することも、当該補完機能の発現状況を
検証する上では重要な要素である。 
 
本項目では、当省が実施したアンケート調査等により、政府金融機関等が貸出し

を行っている各分野における公的資金の供給に対する民間金融機関の認識等につ
いて把握した。 
 
（各分野における公的資金の供給に対する民間金融機関の認識） 
各分野における、政府金融機関等の活動と民間金融機関の業務との「補完の関係

に関する民間金融機関の業態別の認識は、おおむね次のとおりとなっている。 
なお、補完の関係にあるとの状態は、政府金融機関等に求められるあるべき状態

であることから、そのような状態とは言えない部分に着目し、補完の関係を超えて
いるとする認識が顕著に表れている業態を中心に取り上げた。 
① 中小企業分野 
信金・信組等などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となって

いるものの、都市銀行等及び地方銀行等においては、補完の関係を超えていると
するものが多数となっている。 
なお、信金・信組等においても、補完の関係にあるとするものが多数となって

いるものの、約３割が補完の関係を超えているとしている。 
② 大・中堅企業分野 

外国銀行において補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、都
市銀行等、地方銀行等などの業態においては、補完の関係を超えているとするも
のが多数となっている。 

③ 企業の海外展開支援分野、社会資本整備・地域開発分野及び地方公共団体分野 
地方銀行等、生命保険会社などの業態において補完の関係にあるとするものが
多数となっているものの、都市銀行等においては、補完の関係を超えているとす
るものが多数となっている。 
④ 福祉・医療分野 
生命保険会社などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となって
いるものの、地方銀行等においては、補完の関係を超えているとするものが約４
割あり、補完の関係にあるとするものときっ抗している。 
⑤ 農林漁業分野 
各業態において、補完の関係にあるとするものが多数となっている。 

⑥ 個人（住宅）分野 
農協等（農林中央金庫及び農業協同組合をいう。以下同じ）において補完の関
係にあるとするものが多数となっているものの、都市銀行等、地方銀行等、信金・
信組等などの業態においては、補完の関係を超えているとするものが多数となっ
ている。 
 
 



 

⑦ 個人（教育・その他）分野 
農協等などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているも
のの、都市銀行等及び地方銀行等においては、補完の関係を超えているとするも
のが多数となっている。また、信金・信組等においても、補完の関係にあるとす
るものが多数となっているものの、約４割が補完の関係を超えているとしている。 
 
次に、民間金融機関の支店における政府金融機関等との具体の競合経験について

は、中小企業分野及び個人（住宅）分野において、個別の貸出案件に関して政府金
融機関等の活動と「競合した経験」があるとする支店が、多くの業態で半数以上と
なっている。また、大・中堅企業分野、福祉・医療分野、農林漁業分野及び個人（教
育・その他）分野においては、業態によっては、競合した経験があるとする支店が
２割ないし４割となっている。 
 
（政府金融機関等の在り方や今後の役割に関する認識） 
政府金融機関等の中長期的な在り方については、民間金融機関のすべての業態に

おいて、「対象や規模などを縮小すべき」又は「原則として廃止又は民営化すべき」
と認識しているものが多数となっている。 
また、民間金融機関による活動のみでは国の政策を推進していくことが困難であ

ることから、政府金融機関等が今後とも果たしていく必要がある役割については、
複数の業態において、「災害など緊急時の資金供給」、「社会資本関連事業など採算
性は低いが公共性の高い事業への資金供給」、「先行性が高い、又は長期・大規模な
プロジェクトなどリスクが大きい事業への資金供給」、「環境対策など政策的誘導が
必要な分野への資金供給」が上位となっている。 
 
 なお、以上に関連して、公的資金の供給に対する借り手側の認識については、内
閣府が政府金融機関等のユーザー団体（借り手）等に対して行ったヒアリング結果
等によると、これら機関のセーフティネット機能、政策誘導機能、長期・固定金利
資金の供給機能等に着目して、その果たしている民間金融の補完機能について総じ
て肯定的認識がみられる。 
 
以上のように、公的資金の供給による民間金融の補完機能に対する認識について

は、借り手側や民間金融機関の業態によっては肯定的認識がみられるものの、農林
漁業分野を除いた各分野にわたって、民間金融機関のうち都市銀行等などの業態
で、補完の関係を超えているとする認識が強くなっているほか、中小企業分野、大・
中堅企業分野及び住宅・教育等個人分野では、民間金融機関の複数の業態で、補完
の関係を超えているとする認識が強い状況となっている。 
 また、政府金融機関等が今後とも果たしていく必要がある役割については、災害
など緊急時の資金供給、公共性（外部性）が高い事業に対する資金供給、長期・大
規模なプロジェクトなどリスクが大きい事業への資金供給が上位となっている。 



 

（１）調査分析の視点等 

政府金融機関等による公的資金の供給が果たすべき民間金融の補完機能の発現状況を把握す
るに当たって、前述第２－Ⅰ－２及び３では、長期資金の供給や民間金融機関では貸出しが困
難な分野への資金供給という役割に着目して検証を行ってきたが、民間金融機関が公的資金の
供給による民間金融の補完状況に関して、そもそもどのような認識を持っているかを把握する
ことも、当該補完機能の発現状況を検証する上で重要な要素である。 
本項目では、当省が実施したアンケート調査等により、政府金融機関等が貸出しを行ってい
る各分野における公的資金の供給に対する民間金融機関の認識等について把握した。 

（２）各分野における公的資金の供給に対する民間金融機関の認識 
  ア 政府金融機関等の活動と民間金融機関の業務との「補完の関係」に関する認識 

各分野における、政府金融機関等の活動と民間金融機関の業務との「補完の関係」に関す
る民間金融機関の業態別の認識については、次のとおり、業態によっては肯定的認識がみら
れるものの、農林漁業分野を除いた各分野にわたって、都市銀行等などの業態において補完
の関係を超えているとする認識が強いほか、中小企業分野、大・中堅企業分野及び住宅・教
育等個人分野では、複数の業態において補完の関係を超えているとする認識が強い状況とな
っている。 
なお、補完の関係にあるとの状態は、政府金融機関等に求められるあるべき状態であるこ
とから、各分野ごとの記述については、そのような状態とは言えない部分に着目し、補完の
関係を超えているとする認識が顕著に表れている業態を中心に取り上げた。 

 
（中小企業分野） 
信金・信組等などの業態において「補完の関係にある」又は「どちらかといえば補完の関
係にある」（以下併せて「補完の関係にある」という。）とするものが多数となっているもの
の、都市銀行等及び地方銀行等においては、「補完の関係を超えている」又は「どちらかと
いえば補完の関係を超えている」（以下併せて「補完の関係を超えている」という。）とする
ものが多数となっている。 
なお、信金・信組等においても、補完の関係にあるとするものが多数となっているのの、
約３割が補完の関係を超えているとしている。          ［図Ⅰ－４－１参照］ 
 
図Ⅰ－４－１ 中小企業分野における補完の関係に関する認識 

 
   （注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 

      ３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 
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（大・中堅企業分野） 

外国銀行において補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、都市銀行等、

地方銀行等などの業態においては、補完の関係を超えているとするものが多数となっている。 

［図Ⅰ－４－２参照］ 

 

図Ⅰ－４－２ 大・中堅企業分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 

 

（企業の海外展開支援分野） 

外国銀行などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、都

市銀行等においては、補完の関係を超えているとするものが多数となっている。 

 ［図Ⅰ－４－３参照］ 

 

図Ⅰ－４－３ 企業の海外展開支援分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 
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（社会資本整備・地域開発分野） 

外国銀行などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、都

市銀行等においては、補完の関係を超えているとするものが多数となっている。 

［図Ⅰ－４－４参照］ 

 
図Ⅰ－４－４ 社会資本整備・地域開発分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 

 

（地方公共団体分野） 

生命保険会社などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているもの

の、都市銀行等においては、補完の関係を超えているとするものが多数となっている。 

          ［図Ⅰ－４－５参照］ 

 
図Ⅰ－４－５ 地方公共団体分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 
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（福祉・医療分野） 
生命保険会社などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているもの

の、地方銀行等においては、補完の関係を超えているとするものが約 4割あり、補完の関係

にあるとするものときっ抗している。               ［図Ⅰ－４－６参照］ 

 
図Ⅰ－４－６ 福祉・医療分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 

 
（農林漁業分野） 

都市銀行等を除く各業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているもの

の、都市銀行等においては、補完の関係を超えているとするものと補完の関係にあるとする

ものがきっ抗している。                     ［図Ⅰ－４－７参照］ 

 
図Ⅰ－４－７ 農林漁業分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 
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（個人（住宅）分野） 

農協等において補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、都市銀行等、地

方銀行等、信金・信組等など４業態においては、補完の関係を超えているとするものが多数

となっている。                         ［図Ⅰ－４－８参照］ 

 
図Ⅰ－４－８ 個人（住宅）分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 

 

（個人（教育・その他）分野） 

農協等などの業態において補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、都市

銀行等及び地方銀行等においては、補完の関係を超えているとするものが多数となっている。

また、信金・信組等においても、補完の関係にあるとするものが多数となっているものの、

約４割が補完の関係を超えているとしている。           ［図Ⅰ－４－９参照］ 

 
図Ⅰ－４－９ 個人（教育・その他）分野における補完の関係に関する認識 

 
（注）１ 当省が実施したアンケート調査結果に基づき作成した。 

２ 「当該分野において貸出しを行っていない」と回答した金融機関の割合が高い業態については
除外した。 
３ 業態名の（ ）内の数字は、各業態における「当該分野において貸出しを行っていない」と回
答したものを除いた金融機関数であり、棒グラフ上の数字はその内訳で、（ ）内はその割合（パ
ーセント）である。 
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    また、政府金融機関等の活動が当該民間金融機関の業務にとって補完の関係を超えている
と認識している理由としては、いずれの分野においても、「市場原理に基づかない低利での貸
出しを行っているから」又は「市場原理に基づかない長期固定での貸出しを行っているから」
が民間金融機関において上位となっている。 

  イ 民間金融機関の支店における「競合した経験」 

民間金融機関の支店における政府金融機関等との具体の競合経験については、中小企業分

野及び個人（住宅）分野において、個別の貸出し案件に関して政府金融機関等の活動と「競

合した経験」があるとした支店が、多くの業態で半数以上となっている。また、大・中堅企

業分野、福祉・医療分野、農林漁業分野及び個人（教育・その他）分野においては、業態に

よっては、競合した経験があるとする支店が２割ないし４割となっている。 

［資料 46参照］ 

 

（３）政府金融機関等の在り方や今後の役割に関する認識 

政府金融機関等の中長期的な在り方については、「対象や規模などを縮小すべき」との認識と

「原則として廃止又は民営化すべき」との認識を合わせると、都市銀行等においては 85.7 パー

セント、地方銀行等においては 86.8 パーセントであるなど民間金融機関のすべての業態におい

て多数となっている。 

また、民間金融機関による活動のみでは国の政策を推進していくことが困難であることから、

政府金融機関等が今後とも果たしていく必要がある役割については、複数の業態において、「災

害など緊急時の資金供給」、「社会資本関連事業など採算性は低いが公共性の高い事業への資金

供給」、「先行性が高い、又は長期・大規模なプロジェクトなどリスクが大きい事業への資金供

給」、「環境対策など政策的誘導が必要な分野への資金供給」が上位となっている。 

［資料 46参照］ 

 

（４）政府金融機関等に対する借り手側の認識 

公的資金の供給に対する借り手側の認識については、内閣府が政府金融機関等のユーザー団
体（借り手）等に対して行ったヒアリング結果等によると、「政策金融機関は、創業、経営革新
等の前向きな取組を支援するという政策誘導機能や、景気変動や大規模災害等に係るセーフテ
ィネット機能を有しており、仮に民間金融機関の機能が回復したとしても、その存在は必要不
可欠である。」（全国中小企業団体中央会）など、これら機関のセーフティネット機能、政策誘
導機能、長期・固定金利資金の供給機能等に着目して、その果たしている民間金融の補完機能
について総じて肯定的認識がみられる。                 ［資料 27参照］ 
 
以上、（１）から（４）までのように、公的資金の供給による民間金融の補完機能に対する認識に

ついては、借り手側や民間金融機関の業態によっては肯定的認識がみられるものの、農林漁業分野
を除いた各分野にわたって、民間金融機関のうち都市銀行等などの業態で、補完の関係を超えてい
るとする認識が強くなっているほか、中小企業分野、大・中堅企業分野及び住宅・教育等個人分野
では、民間金融機関の複数の業態で、補完の関係を超えているとする認識が強い状況となっている。 
 また、政府金融機関等が今後とも果たしていく必要がある役割については、災害など緊急時の資

金供給、公共性（外部性）が高い事業に対する資金供給、長期・大規模なプロジェクトなどリスク

が大きい事業への資金供給が上位となっている。 



５ 公的資金供給の金融資本市場に対する影響 
（要旨） 

(1) 市場における金利形成に対する影響 
政府金融機関等による公的資金の供給は、様々な政策的要請から低利での直接

貸出によって行われる場合が多い。こうした低利での直接貸出が市場に与える影
響については、政府の各種審議会等において、市場における自由な金利形成を阻
害し、民間金融機関がリスクに見合った適正な金利を設定できない要因となって
いる旨の指摘がなされているところである。 
 
本項目では、こうした議論を踏まえつつ、政府金融機関等による低利での直接

貸出が市場における金利形成に与える影響について検証した。この検証に当たっ
ては、当該影響の度合いを定量的に測定・把握することは困難なことから、まず、
民間金融機関がリスクに見合った金利を設定しているかについて把握するため、
民間金融機関の預貸利ざや等の動向について分析した。次に、政府金融機関等が
民間金融機関に比べてどの程度低利での直接貸出を行っているかについて把握す
るため、政府金融機関等と民間金融機関の金利設定を比較分析した。さらに、ア
ンケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、政府金融機関等によ
る公的資金の供給が市場における金利形成に与える影響について把握した。 
 
まず、民間金融機関における預貸利ざやと不良債権処分損率の動向について米

国における状況と比較したところ、我が国の民間金融機関における預貸利ざやは
不良債権処分損率を考慮すると米国の銀行に比べて相対的に低い状態となってお
り、特に最近においては、預貸利ざやで不良債権処分損率をカバーできていない
年度もあるなど、我が国の民間金融機関においてはリスクに見合った適正な金利
が確保されていない状況となっている。 
 
こうした状況を踏まえつつ、政府金融機関等と民間金融機関の平成 13 年度にお

ける新規貸出の平均期間と平均金利との関係を比較したところ、政府金融機関等
は民間金融機関に比べて相対的に低い金利を設定しており、そのかい離は貸出期
間が長くなるほど大きくなる傾向がある。第２－Ⅰ－１で述べたとおり、政府金
融機関等の貸出残高は国内総貸出残高の 20.6 パーセントを占めており、民間金融
機関よりも低利でこのような相当規模の直接貸出を行うことが民間金融機関の金
利設定に与える影響について留意する必要がある。 
 
次に、当省が実施したアンケート調査結果によると、事業者や個人が政府金融機
関等から借入れを行った主な理由として、民間金融機関よりも低利であることを
挙げる回答が最上位となっている。また、政府金融機関等は民間金融機関では設
定困難な低い金利で貸出しを行っているとする認識が、民間金融機関のすべての
業態で多数となっている。この点について、内閣府が平成 14 年５月に民間金融機
関に対して行ったアンケート調査結果においては、政府金融機関等による低利資



金の供給は市場の金利形成メカニズムをゆがめ、民間金融機関が利ざやを確保で
きない要因の一つであるとする意見が多数となっている。 
 
また、有識者に対するインタビュー調査結果においては、民間金融機関におけ

る過当競争やリスク評価に対する取組の遅れなどの問題も大きい点を指摘しつつ
も、政府金融機関等による低利での貸出しが市場における自由な金利形成を阻害
し、民間金融機関がリスクに見合った適正な金利を設定できない一つの要因とな
っている可能性もあるとする意見が多数みられる。 
 
以上のように、民間金融機関の金利設定については、民間金融機関における過

当競争やリスク評価に対する取組の遅れなどの問題も大きい一方、個々の政策的
な低利貸出の必要性やその効果を十分勘案する必要はあるものの、政府金融機関
等が低利で相当規模に直接貸出を行うことが、場合によっては民間金融機関がリ
スクに見合った金利を設定できず、結果として市場における自由な金利形成を阻
害する要因の一つとなっている可能性もある。 

 
(2) 社債等資本市場に対する影響 
政府金融機関等による長期資金の供給が資本市場に与える影響については、政

府の各種審議会等において、企業が資本市場から資金調達する意欲を喪失させ、
資本市場の発達を阻害する要因となっている旨の指摘がなされているところであ
る。 
 
本項目では、こうした議論を踏まえつつ、政府金融機関等による長期資金の供

給が資本市場に与える影響について、社債市場を中心として検証した。この検証
に当たっては、当該影響の度合いを定量的に測定・把握することは困難なことか
ら、まず、我が国の社債市場の状況について概観した上で、政府金融機関等によ
る長期資金の供給が、企業における資金調達行動にどのような影響を及ぼしてい
るかについて把握するため、政府金融機関等による直接貸出に係る金利設定と社
債流通利回りを比較分析した。さらに、アンケート調査及び有識者に対するイン
タビュー調査により、政府金融機関等による長期資金の供給が資本市場に与える
影響について把握した。 
 
まず、我が国の社債市場の状況については、社債市場に係る様々な規制の緩和

が進んだことなどにより、経年的に社債発行額が増加しているものの、企業の負
債（借入金及び社債）に占める社債の割合は平成 13 年度末現在で 11.4 パーセン
トと、米国の 63.3 パーセントに比べるとなお低い状態であるなど、我が国の社債
市場が依然として未成熟な状況にあることがうかがえる。 
 
こうした状況を踏まえつつ、平成 13 年度における政府金融機関等による直接貸
出に係る金利設定と社債流通利回りを比較したところ、大・中堅企業も貸出しの



対象となっている政府金融機関等の新規貸出の平均期間・金利は、高い格付けの
社債流通利回りと同程度となっている。大・中堅企業向け国内貸出残高のうち政
府金融機関等の割合は約２割を占めているが、これは国内社債残高の約４割に相
当する規模となっており、政府金融機関等が低利でこのような相当規模の長期資
金を供給することが社債市場に与える影響について留意する必要がある。 
 
次に、当省が実施したアンケート調査結果によると、政府金融機関等による長

期資金の供給は社債市場からの資金調達で代替可能であるとの意見に対して、資
金の借り手である事業者及び信金・信組等などの民間金融機関においては否定的
認識が多数となっているものの、都市銀行等、外国銀行及び生命保険会社の比較
的資本市場との関わりが深い民間金融機関においては肯定的認識が多数となって
いる。この点について、内閣府が平成 14 年５月に民間金融機関に対して行ったア
ンケート調査結果においては、政府金融機関等による長期資金の供給が、資本市
場の発達が遅れてきた要因の一つであるとする意見が多数となっている。 
 
また、有識者に対するインタビュー調査結果においては、我が国の資本市場が

未成熟である要因として、過去における起債制限の存在や投資家に対するリスク
情報の開示不足等の問題が重要であることを指摘しつつも、政府金融機関等によ
る長期資金の供給も一つの要因となっている可能性があるとする意見が多数みら
れる。 
なお、今後に向けた意見として、既存貸付資産の証券化を含め、証券化商品市

場など直接金融市場育成のために、政府金融機関等が一定の役割を果たせるので
はないかとの意見も多数みられる。 
 
以上のように、我が国の社債市場が未成熟である要因としては、過去の各種規

制や投資家に対するリスク情報の開示不足等の問題が重要と考えられる一方、前
述した金利形成に対する影響と同様に個々の政策的な低利貸出の必要性やその効
果を十分勘案する必要はあるものの、政府金融機関等が低利で長期資金の供給を
相当規模に行うことが、場合によっては企業における資本市場からの長期資金調
達に対する意欲を喪失させ、結果として資本市場の発達を阻害する要因の一つと
なっている可能性もある。

 



（１）市場における金利形成に対する影響 

ア 調査分析の視点等 

政府金融機関等による公的資金の供給は、様々な政策的要請から低利での直接貸出によって

行われる場合が多い。こうした低利での直接貸出が市場に与える影響については、政府の各種

審議会等において、市場における自由な金利形成を阻害し、民間金融機関がリスクに見合った

適正な金利を設定できない要因となっている旨の指摘がなされているところである。例えば、

金融庁の「日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会」が平成 14 年７月に取りまとめ

た「金融システムと行政の将来ビジョン」においては、「民間金融とのバランス上、直ちに取

り組むべきは金利の見直しである。民間借入れができなかった企業が、民間金融機関を説得し

て資金調達に成功した企業より有利な条件で政策金融機関から調達できるという経済合理性

に反する事態は、正常なリスク・リターン関係をゆがめている」としている。 

なお、全国銀行協会が平成 13年 11 月に取りまとめた「政府系金融機関の抜本的改革に向け

た提言」においても、「競合する分野において政府系金融機関が「低利」の貸出等を行ってい

るため、マーケットシェアに拘わらずプライスリーダーとしての効果を持つに至っており、そ

の結果、民間金融機関が信用リスク等に応じた適正なスプレッドを確保できず、収益力向上の

阻害要因となっている可能性が高い」と指摘しているところである。 

こうした議論を踏まえつつ、本項目では政府金融機関等による低利での直接貸出が市場にお

ける金利形成に与える影響について検証した。この検証に当たっては、当該影響の度合いを定

量的に測定・把握することは困難なことから、まず、民間金融機関がリスクに見合った金利を

設定しているかについて把握するため、民間金融機関の預貸利ざや等の動向について分析した。

次に、政府金融機関等が民間金融機関に比べてどの程度低利での直接貸出を行っているかにつ

いて把握するため、政府金融機関等と民間金融機関の金利設定を比較分析した。さらに、アン

ケート調査及び有識者に対するインタビュー調査により、政府金融機関等による公的資金の供

給が市場における金利形成に与える影響について把握した。 

 

イ 民間金融機関の金利設定の状況 

 民間金融機関（全国銀行）における預貸利ざやと不良債権処分損率の動向について分析した

ところ、米国が経年的に不良債権処分損率に見合った預貸利ざやを設定しているのに対し、我

が国の預貸利ざやは米国の半分程度と低い状態であり、米国並みの不良債権処分損率を計上し

た近年では不良債権処分損率が預貸利ざやを上回る年度もあるなど、我が国の民間金融機関に

おいてはリスクに見合った適正な金利が確保されていない状況となっている。 

［図Ⅰ－５－１参照］ 

 

 

 

 

 

 

 

 



図Ⅰ－５－１ 日米における預貸利ざやと不良債権処分損率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 日本銀行「Discussion Paper No.01-J-1」を参考に当省が作成した。 

２ 日本については全国銀行の数値であり、全国銀行協会「全国銀行財務諸表分析」を参照した。なお、

預貸利ざや等の計算式は次のとおりである。 

預貸利ざや＝貸出金利回－預金債券等利回。不良債権処分損率＝（貸出金償却額＋貸倒引当金純繰

入額）／期中平均貸出残高 

   ３ 米国については、FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）の資料を参照した。なお、預貸

利ざや等の計算式は次のとおりである。 

預貸利ざや＝貸出金利回（Interest income on loans and leases／Net loans and leases）－預金

債券等利回（Total interest expense／Total interest bearing liabilities）。不良債権処分損率＝

（貸出金償却額＋貸倒引当金純繰入額）／年末貸出残高 

 

 

 

次に、こうした状況を踏まえつつ、政府金融機関等と民間金融機関における平成 13 年度の

新規貸出の平均期間と平均金利の関係を比較したところ、全体として政府金融機関等は都市銀

行に比べて相対的に低い金利設定となっており、そのかい離は貸出期間の長い政府金融機関等

ほど大きい傾向がある。また、今回の調査では、都市銀行以外の民間金融機関については新規

貸出に係るデータを把握することができなかったが、平成 13 年度における貸出金利回りをみ

ると、地方銀行が 2.23 パーセント、第二地方銀行が 2.62 パーセント、信用金庫が 2.75 パー

セント、信用組合が 3.12 パーセントとなっており、いずれも都市銀行の 1.81 パーセントより

も高い状態となっている。こうした都市銀行との貸出金利回りの差を踏まえると、都市銀行以

外の民間金融機関と政府金融機関等との金利設定のかい離は、更に大きいものであると推測さ

れる。                              ［図Ⅰ－５－２参照］ 

第２－Ⅰ－１で述べたとおり、政府金融機関等の貸出残高は国内総貸出残高の 20.6 パーセ

ントを占めており、民間金融機関よりも低利でこのような相当規模の直接貸出を行うことが民

間金融機関の金利設定に与える影響について留意する必要がある。 
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